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令和４年第１回南幌町議会定例会会議録      ３月 ７日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

本日をもって召集されました令和４年第１回南幌町議会定例会を開

会いたします。 

本日の出席議員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開き

ます。 

本定例会の議事日程は、あらかじめ御手元に配付したとおりでござ

います。 

●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。 

指名につきましては、会議規則第１２５条の規定により議長におい

て指名をいたします。 

４番 西股 裕司議員、５番 志賀浦 学議員。以上御両名を指名

いたします。 

●日程２ 会期の決定をいたします。 

先に、議会運営委員会委員長から、本定例会の運営について報告の

申出がありましたので、これを許します。 

９番 川幡 宗宏議員。 

川幡議員 令和４年第１回議会定例会の運営について、去る２月２８日に議長

出席のもとに議会運営委員会を開催いたしました。議会事務局より本

定例会の提案議案等の概要について説明を受けるとともに、日程及び

運営について協議いたしました。本定例会に付議される案件は議会提

案として議員派遣承認３件、各委員会所管事務調査１件。町からは執

行方針２件、令和３年度各会計補正予算７件、条例関係１０件、令和

４年度各会計予算７件であります。 

以上、提案案件全般について審議いたしました結果、本定例会の会

期は本日３月７日から３月１５日までの９日間とすることで意見の一

致をみております。 

最後に、本定例会は新年度予算の審議等もあり開催期間が長くなる

ことから、議会運営に特段の御協力をいただきますようお願い申し上

げ、議会運営委員会委員長報告といたします。 

議  長 お諮りいたします。ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとお

り、本定例会の会期は３月７日から３月１５日までの９日間といたし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本定例会は３月７日から３月１５日

までの９日間と決定をいたしました。 

 

●日程３ 諸般報告をいたします。・ 

・１番目 会務報告は御手元に配布したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

・２番目 例月出納検査結果報告は、監査委員より令和４年１月分

の例月出納検査結果の報告がありました。その内容につきましては、

御手元に配布したとおりでございます。 
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これをもちまして報告済みといたします。 

・３番目 町長一般行政報告をいたします。町長。 

町  長 本議会定例会にあたり、５件の行政報告を行います。 

初めに、町立病院の診療体制について御報告します。小児科医の新

田 啓三氏、総合診療医の高橋 誠氏が、３月３１日付けをもって退

職されることになりました。後任として、４月１日付けで総合診療医

の近藤 統氏が着任します。近藤医師は大阪府出身、大阪大学医学部

を卒業後、大阪府内、道内の病院で内科医・小児科医として勤務され、

現在、木古内町国民健康保険病院で内科医として勤務されています。

当面、常勤医師が３名体制となりますが、４名体制に向けて医師の確

保に取り組んでまいります。 

次に、新型コロナウイルス対応経済対策等の進捗状況について御報

告します。生活応援チケット事業につきましては、１８歳未満８６７

名、ひとり親世帯６３世帯、７０歳以上の高齢者１，９４１名を対象

にチケットを配布し、最終の利用状況は、額面総額２，０２６万５，

０００円のうち１，９８６万６，５００円で、利用率は９８％となり

ました。次に、飲食店応援チケット事業につきましては、９５５世帯

に４，８３３セットを販売し、２月２８日現在の利用状況は額面総額

２，４１６万５，０００円のうち１，９１１万円で、利用率は７９％

となっています。最後に、妊婦あんしん支援金につきましては、２月

２８日現在、２６名の方から申請があり、支給総額は１３０万円とな

っています。 

次に、新型コロナワクチン予防接種の実施状況について御報告しま

す。本町におけるワクチン接種につきましては、３月１日現在、全体

で６，２０７人、８３．４％の方が２回目の接種を終了しています。

１８歳以上が対象の３回目の接種につきましては、１月１３日より開

始し２，０２５人、２７．２％の方が終了しています。そのうち６５

歳以上の高齢者は１，５４４人、６０．２％となっています。また、

５歳から１１歳までの接種につきましては、３月１１日より開始しま

す。ワクチン接種は、９月まで実施し、希望される町民の皆様が安心

して接種できるよう対応してまいります。 

次に、あったか灯油支給事業の実施結果について御報告します。今

季の灯油価格の高騰に伴い、高齢者、障がい者、ひとり親世帯の町民

税非課税世帯を対象に実施した本事業につきましては、１２月１０日

から１月２１日までの受付期間において４８０件の申請があり、支給

決定４０２件、支給費総額４８２万４，０００円をもって事業を終了

しました。 

最後に、子育て世代住宅建築費助成事業について御報告します。本

町の定住人口の増加を図るため、子育て世代を対象とした本事業につ

いては、本年度の認定申請件数は、町外５１件、町内７件の５８件で、

昨年度の認定分を含め、年度内に２７棟の住宅が完成する見込みです。  

また、みどり野きた住まいるヴィレッジについては、本年度３棟が新

築され、全体で１２棟となり、今後も、新たに建築が進められる予定

です。引き続き、町の移住定住、みどり野団地の販売促進の取組を進
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めてまいります。 

以上、一般行政報告とします。 

議  長 以上で、町長一般行政報告につきましては報告済みといたします。

●日程４ 令和４年度 町政執行方針演説を行います。 

町長。 

町  長 （令和４年度町政執行方針演説をする。） 

議  長 以上で、町政執行方針演説を終わります。 

ここで、マイク等アルコール消毒のため、１０時３５分まで休憩と

いたしたいと思います。 

（午前１０時２２分） 

（午前１０時３５分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

●日程５ 令和４年度教育行政執行方針演説を行います。教育長。 

教育長 （令和４年度教育行政執行方針演説をする。） 

議  長 以上で、教育行政執行方針演説を終わります。 

両執行方針演説につきましては、ただいまをもって終結いたします。

なお、両執行方針に対する質問につきましては、一般質問について執

り行うことにいたしたいと思います。御承知願います。 

ここで、マイク等アルコール消毒のため、暫時休憩をいたします。 

（午前１１時０２分） 

（午前１１時０３分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

日程６ 議案第３号から日程１２ 議案第９号までの７議案につき

まして、関連がございますので一括提案をいたします。 

●日程６  議案第３号 令和３年度南幌町一般会計補正予算 

（第９号） 

●日程７  議案第４号 令和３年度南幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号） 

●日程８  議案第５号 令和３年度南幌町病院事業会計補正予算

（第３号） 

●日程９  議案第６号 令和３年度南幌町下水道事業特別会計補

正予算（第２号） 

●日程１０ 議案第７号 令和３年度南幌町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号） 

●日程１１ 議案第８号 令和３年度南幌町介護保険特別会計補正

予算（第２号） 

●日程１２ 議案第９号 令和３年度南幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号） 

以上７議案を一括して議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました 議案第３号から議案第９号までの

７議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

初めに、議案第３号 令和３年度南幌町一般会計補正予算（第９号）

につきましては、歳出では、新型コロナワクチン接種事業費、病院事
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業会計繰出金、除排雪経費の追加、職員給与費、長幌上水道企業団出

資金、下水道特別会計繰出金の減額、歳入では、町税、普通交付税、

南幌工業団地用地等売払い収入の追加、並びに事務事業の精査が主な

理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５，０

７８万５，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ７４億２，８０５万３，０００円とするものです。 

次に、議案第４号 令和３年度南幌町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）につきましては、歳出では、保険給付費の減額、基金積

立金の追加、歳入では、道支出金の減額、一般会計繰入金の追加が主

な理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，１

４２万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億５，

８９５万６，０００円とするものです。 

次に、議案第５号 令和３年度南幌町病院事業会計補正予算（第３

号）につきましては、入院及び外来収益、一般会計繰入金、並びに事

務事業費の精査が主な理由です。 

その結果、収益的収入では、既定予算に１０万９，０００円を追加

し、７億８，３１８万７，０００円とするものです。収益的支出では、

既定予算から１３万円を減額し、７億５，７８５万２，０００円とす

るものです。 

次に、議案第６号 令和３年度南幌町下水道事業特別会計補正予算

（第２号）につきましては、歳出では、職員給与費、江別市汚水処理

に係る経費負担金の減額、消費税額の確定、南幌関連工事負担金並び

に地方債償還額の確定による減額、歳入では、江別市公共下水道事業

起債償還分負担金、一般会計繰入金、下水道事業債の減額が主な理由

です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，９

７７万８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１億９，５５８万７，０００円とするものです。 

次に、議案第７号 令和３年度南幌町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１号）につきましては、歳出では、施設管理に係る委託料

の減額、歳入では、一般会計繰入金の減額、繰越金の追加が主な理由

です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３４万

１，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，

６８９万３，０００円とするものです。 

次に、議案第８号 令和３年度南幌町介護保険特別会計補正予算（第

２号）につきましては、歳出では、介護保険システム改修費、保険給

付費、地域支援事業費、並びに基金積立金の減額、歳入では、介護保

険料、国庫支出金、支払基金交付金、並びに一般会計繰入金の減額が

主な理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５，８

４５万３，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ
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れ８億１，５３２万７，０００円とするものです。 

次に、議案第９号 令和３年度南幌町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）につきましては、歳出では、後期高齢者医療広域連合

納付金の減額、歳入では、一般会計繰入金の減額、繰越金の追加が主

な理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０８

万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

億１，４７８万２，０００円とするものです。 

議案第３号につきましては副町長が、議案第４号及び議案第９号に

つきましては住民課長が、議案第５号につきましては病院事務長が、

議案第６号及び議案第７号につきましては都市整備課長が、議案第８

号につきましては保健福祉課長が説明いたしますので、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。副町長 

副 町 長 それでは、議案第３号 令和３年度南幌町一般会計補正予算（第９

号）の説明を行います。初めに歳出から説明します。予算書２０ペー

ジをごらんください。２款総務費１項１目一般管理費、補正額３８５

万９，０００円の減額です。電算機器管理運営経費で、入札執行残に

よる委託料の減額。ふるさと応援寄附事業で、会計年度任用職員の採

用を行わなかったため、関連経費を減額するものです。 

３目財産管理費、補正額３，４７８万８，０００円の追加です。公

用車管理経費で、マイクロバス運転業務委託料の減額。財産管理経費

で、減債基金積立金は、普通交付税において令和３年度分の臨時財政

対策債償還経費として追加交付されたことから積み立てるものです。

ふるさと応援基金積立金は、企業版ふるさと応援寄附金を積み立てる

ものです。 

４目企画振興費、補正額１５１万６，０００円の減額です。姉妹町

交流事業で、新型コロナウイルス感染症の影響による人的交流事業の

中止に伴う姉妹交流推進委員会交付金の減額。次ページ、協働まちづ

くり推進事業で、補助実績による減額。学生支援推進事業で、ガバメ

ントクラウドファンディングによる寄附金の増に伴う委託料及び助成

金の追加です。なお助成金の交付は大学３校、高校３校、専門学校１

校となります。 

９目職員給与費、補正額１，３７０万円の減額です。職員給与費で、

職員の退職、異動分を精査するものでございます。次ページにまいり

ます。 

３項１目戸籍住民基本台帳費、２７３万３，０００円の追加です。

戸籍住民経費で、マイナンバーカード所有者の転出入手続きワンスト

ップ化に係るシステム改修費を追加するものです。なお、補正額全額

を翌年度に繰越し、事業を実施するものです。 

次に、３款民生費１項１目社会福祉総務費、補正額２０４万５，０

００円の追加です。国民健康保険特別会計繰出金で３５８万１，００

０円の追加です。詳細は、後ほど特別会計補正予算で説明いたします。 

社会福祉総務経費で、あったか灯油支給事業の終了に伴い精査する
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ものです。 

２目障がい者福祉費、補正額５０６万３，０００円の減額です。地

域生活支援事業で、次ページにかけて、委託料で実績及び今後の見込

みを含め減額。障がい者福祉経費で、扶助費の実績及び今後の見込み

を含め減額するものです。 

３目高齢者福祉費、補正額７２４万１，０００円の減額です。介護

保険特別会計繰出金で、詳細は、後ほど特別会計補正予算で説明いた

します。 

７目後期高齢者医療費、補正額６００万６，０００円の減額です。

後期高齢者医療事業で、北海道後期高齢者医療広域連合療養給付費負

担金の確定に伴う減額。後期高齢者医療特別会計繰出金は、後ほど特

別会計補正予算で説明いたします。 

次に、２項１目児童福祉総務費、補正額１１２万４，０００円の追

加です。学童保育事業で、国の放課後児童支援員等処遇改善臨時特例

事業による、令和４年２月及び３月分の報酬を追加。次ページ、児童

生徒等医療費助成事業で、今後の見込みによる扶助費の追加。児童福

祉総務経費で、令和２年度国庫負担金の確定に伴い過年度返還金を追

加するものです。 

２目児童措置費、補正額１９２万円の減額です。児童手当支給経費

で、実績及び今後の見込みを含め減額するものです。 

３目保育所費、補正額２１６万３，０００円の減額です。保育所等

運営補助事業で、国の保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に

よる、令和４年２月及び３月分の報酬に係る運営費補助金の追加。一

時預かり事業の実績及び今後の見込みを含め、扶助費を減額するもの

です。 

次に、４款衛生費１項２目予防費、補正額２３６万８，０００円の

追加です。成人保健事業で、各種検診委託料の精査による減額。次ペ

ージ、新型コロナウイルスワクチン接種事業で、３回目のワクチン接

種に係る委託料を追加するものです。 

３目環境衛生費、補正額９４万８，０００円の減額です。南空知葬

斎組合負担金の確定によるものです。 

４目病院費、補正額１，０５０万４，０００円の追加です。病院事

業会計繰出金で、詳細は、後ほど特別会計補正予算で説明いたします。 

次に、２項１目じん芥処理費、補正額４９万９，０００円の減額で

す。ごみ処理対策事業で、南空知公衆衛生組合、道央廃棄物処理組合

負担金の確定によるものでございます。 

３目合併処理浄化槽整備事業費、補正額１６４万８，０００円の減

額です。次ページにかけまして、合併処理浄化槽設置整備事業で、事

業費の確定によるものです。 

次に、３項１目上水道施設費、補正額３，６６９万円の減額です。

長幌上水道企業団負担金で、事業費の確定によるものでございます。 

次に、５款農林水産業費１項２目農業振興費、補正額１，０４３万

３，０００円の減額です。耕地利用高度化推進事業で、入札執行残に

よる備品購入費の減額。農業経営高度化促進事業で、次ページにかけ
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て、本年度分の事業費の確定と国の補正予算分をあわせて精査するも

のでございます。追加補正分８１０万円を翌年度に繰越し、事業を実

施いたします。 

３目農地費、補正額１，５６０万２，０００円の追加です。土地改

良事業経費で、入札執行残による委託料の減額、令和３年度道補助金

の採択に伴う工事請負費の追加。追加補正額は全額を翌年度に繰越し、

事業を実施いたします。公有財産購入費は、道央圏連絡道路整備に係

る鶴城地区農道用地補償費本年度分の確定による減額。負担金補助及

び交付金で、農業農村整備事業推進本部負担金及び国営かんがい排水

道央地区負担金の確定により、それぞれ減額するものです。農業集落

排水事業特別会計繰出金は、後ほど特別会計補正予算で説明をいたし

ます。 

４目機場施設管理費、補正額２，２１３万２，０００円の追加です。

機場施設管理事業で、需用費は、光熱水費及び修繕料の精査による減

額。次ページ、工事請負費は、本年度分の事業費の確定と令和３年度

道補助金採択分の追加をあわせて精査するものです。なお、追加補正

額全額を翌年度に繰越し、事業を実施するものでございます。 

次に、６款商工費１項１目商工振興費、補正額１，５２４万３，０

００円の減額です。中小企業資金利子補給事業で、中小企業総合振興

資金利子補給補助金及び中小企業等経営支援利子補給補助金をそれぞ

れ事業確定により減額するものです。緊急経済支援事業で、次ページ

にかけまして、生活応援チケット事業、飲食店経営継続支援、小売・

サービス業経営継続支援、飲食店関連事業者支援、それぞれ事業費確

定により精査するものでございます。 

次に、７款土木費２項２目道路維持費、補正額１１０万２，０００

円の追加です。町道管理経費で、次ページにかけまして、入札執行残

及び事業費の確定による減額でございます。町道除排雪事業で、除排

雪委託料１，７００万円の追加です。別途配布しております資料に基

づきまして、２月２５日現在の状況を説明させていただきます。過去

の実績を基に説明いたします。一番右側に２月２５日現在の状況を載

せております。累計降雪量につきましては６メートル６０センチと昨

年同時期に比べ１メートル４３センチ多くなっております。また、前

回の第８号補正予算で説明いたしました２月８日時点から２月２５日

までの降雪量は１メートル１８センチとなっております。なお３月７

日本日現在の累計降雪量は６メートル８１センチでございます。本年

度に入り２度にわたり除排雪経費の補正をさせていただきましたが、

２月２１日から２月２４日の暴風雪の影響により除排雪経費の不足が

見込まれることから必要経費を追加させていただくものでございま

す。 

予算書３０ページにお戻りください。３項２目公園費、補正額１５

０万円の追加です。公園施設管理事業で、新型コロナウイルス感染症

拡大による、緊急事態宣言の発令に伴い、公園施設等を閉鎖したこと

から、指定管理者協定に基づき、減収分を補てんするものでございま

す。 
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３目公共下水道費、補正額１，２５６万８，０００円の減額です。

下水道事業特別会計繰出金で、詳細は、後ほど特別会計補正予算で説

明いたします。次ページにまいります。 

８款消防費１項１目消防費、補正額９７３万１，０００円の減額で

す。南空知消防組合負担金を減額するものです。内容につきましては、

消防費に関する明細で説明いたします。 

４３ページをお開きください。歳入、消防費、補正額８００万７，

０００円の追加です。南幌支署改修事業確定に伴う地方債の追加。繰

越金は令和２年度決算に伴うものでございます。次ページにまいりま

す。 

歳出、消防費、補正額１９２万４，０００円の減額です。消防組合

本部運営助成事業で６３万６，０００円の減額、消防南幌支署運営事

業で１２８万８，０００円の減額です。それぞれ事業費の精査による

ものでございます。予算書３１ページにお戻りください。 

９款教育費１項３目教育振興費、補正額３０９万２，０００円の減

額です。少人数学級教職員加配事業で、北海道教育委員会が実施する

少人数学級実践研究事業において、小学校第３学年まで対象が拡大さ

れたことから、臨時教諭１名分の経費を減額するものでございます。

教育振興費で、小中学校における新型コロナウイルス感染症対策とし

て、国の補正予算による補助金を充当し、消耗品の購入に要する経費

を追加するものでございます。なお、追加補正額全額を翌年度に繰越

し、事業を実施するものです。次ページにまいります。 

４項２目社会教育振興費、補正額１２７万２，０００円の追加です。

社会教育振興事業で、新型コロナウイルス感染症の影響により夏休み

自然体験事業が中止となったため、子ども会育成連絡協議会補助金を

減額するものでございます。 

６目生涯学習センター管理費、補正額４５９万１，０００円の減額

です。生涯学習センター運営経費で、煙突解体工事に係る入札執行残

を減額するものでございます。 

次に、５項３目給食センター運営費、補正額２６万４，０００円の

追加です。給食センター運営経費で、調理室蒸気管の修繕に要する経

費を追加するものでございます。 

次に、１０款公債費１項１目元金、補正額２７万４，０００円の追

加です。地方債償還元金の確定によるものでございます。次ページに

まいります。 

２目利子、補正額６９９万８，０００円の減額です。地方債償還利

子の確定によるものでございます。 

次に、歳入の説明を行います。予算書１４ページをお開きください。

１款町税１項１目個人、補正額３，３８５万８，０００円の追加です。 

４項１目町たばこ税、補正額８２７万８，０００円の追加です。そ

れぞれ、現年課税分の収納見込みにより追加するものでございます。 

次に、１１款地方交付税１項１目地方交付税、補正額１億１７万９，

０００円の追加です。普通交付税再算定によるもので、本年度の普通

交付税確定額は２２億８，３３８万５，０００円となり、昨年度の交
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付額より２億５８０万２，０００円の増となります。 

次に、１５款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金、補正額１，０

２２万９，０００円の減額です。次ページにかけて、それぞれ事業費

の確定により精査するものです。 

２目衛生費国庫負担金、補正額３３６万８，０００円の追加です。

新型コロナウイルスワクチン接種に係る補助金でございます。 

次に、２項１目総務費国庫補助金、補正額３８３万６，０００円の

追加です。１節総務管理費国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金として、国庫補助事業の地方負担分に対して交

付されるものでございます。２節戸籍住民基本台帳費国庫補助金、マ

イナンバーカード所有者の転出入手続きのワンストップ化に係るシス

テム改修費に係る補助金でございます。追加補正額全額を翌年度に繰

越し、特定財源として充当するものでございます。 

２目民生費国庫補助金、補正額９７万６，０００円の追加です。保

育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係る補助金です。 

４目土木費国庫補助金、補正額１，５１２万８，０００円の減額で

す。それぞれ事業費の確定により減額するものです。 

５目教育費国庫補助金、補正額９０万円の追加です。小中学校にお

ける新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金で、追加補正額全額

を翌年度に繰越し、特定財源として充当するものです。次ページにま

いります。 

１６款道支出金１項１目民生費道負担金、補正額３２５万円の減額

です。それぞれ事業費の確定により精査するものです。次ページにま

いります。 

２項２目民生費道補助金、補正額２５万円の追加です。あったか灯

油支給事業に係る補助金です。 

４目農林水産業費道補助金、補正額２，８５４万２，０００円の追

加です。それぞれ事業費の確定及び道補助金採択分の追加をあわせて

精査するものです。なお、農業経営高度化促進事業、農業水路等長寿

命化・防災減災事業につきましては、令和３年度道補助金採択分の追

加補正額全額を翌年度に繰越し、特定財源として充当するものです。 

次に、１７款財産収入１項１目財産貸付収入、補正額５０万１，０

００円の減額です。土地貸付料で、株式会社ファクトリーライズへの

南幌工業団地工業用地売却に伴う事業用定期借地契約の解約によるも

のです。 

次に、２項１目不動産売払収入、補正額１，４６３万６，０００円

の追加です。土地建物売払収入で、栄町４丁目の町有地３０４．２６

平方メートルを有限会社住設へ、南幌工業団地工業用地２，８８４．

４２平方メートルを株式会社ファクトリーライズへ売却したもので

す。次ページにまいります。 

１８款寄附金１項１目一般寄附金、補正額５万円の追加です。一般

寄附金で、第１１区 橋本 寛様より叙勲受章に対して寄附をいただ

いたものです。 

３目ふるさと応援寄附金、補正額１０万円の追加です。企業版ふる
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さと応援寄附金で、東京都 株式会社丸嘉様より寄附をいただいたも

のです。 

次に、１９款繰入金１項１目財政調整基金繰入金、補正額１億７，

７４５万円の減額です。財源調整を行うものです。 

３目ふるさと応援基金繰入金、補正額２１８万１，０００円の追加

です。充当事業の精査に伴い、財源調整を行うものです。 

次に、２１款諸収入５項３目農林水産業収入、補正額３３８万７，

０００円の減額です。事業費の確定によるものです。 

５目雑入、補正額１，０１９万４，０００円の減額です。事業費の

確定により精査するものです。次ページにまいります。 

２２款町債１項２目衛生債、補正額３０万円の減額です。 

３目公営企業債、補正額３，６７０万円の減額です。 

４目農林水産業費、補正額２，１８０万円の追加です。 

６目土木債、補正額１，２８０万円の減額です。 

７目消防債、補正額２０万円の追加です。それぞれ、事業の確定に

より精査するものです。なお、４目農林水産業債につきましては、農

業競争力基盤強化特別対策事業、農業水路等長寿命化整備事業、水利

施設長寿命化整備事業について、追加補正額全額を翌年度に繰越し、

特定財源として充当するものでございます。 

以上、歳入歳出それぞれ５，０７８万５，０００円を減額し、補正

後の総額を７４億２，８０５万３，０００円とするものでございます。 

次に繰越明許費の説明を行います。予算書７ページをごらんくださ

い。第２表 繰越明許費、子育て世代住宅建築費助成事業は、本年度

交付予定であった９件について、新型コロナウイルス感染症等による

ウッドショック等の影響による工期の遅延により年度内の完成に至ら

ないことから、翌年度へ繰越し、交付するものでございます。歳出で

説明いたしました戸籍等窓口事務事業につきましては、翌年度に繰越

し、事業を実施するものです。住民税非課税世帯等に対する臨時特別

給付金事業は、家計急変世帯に係る申請受付が９月３０日までとなっ

ていることから、一部を翌年度に繰越し、事業を実施するものです。

歳出で説明いたしました、農業経営高度化促進事業、農業水路等長寿

命化・防災減災事業、排水機場施設管理事業、学校保健衛生事業につ

いては、いずれも翌年度に繰越し、事業を実施するものでございます。

次ページにまいります。 

第３表 債務負担行為の補正の説明を行います。変更です。情報系

システム譲渡契約、中小企業総合振興資金利子補給、教育用コンピュ

ーター備品譲渡契約について、変更前の期間及び限度額を変更後の期

間及び限度額にそれぞれ改めるものです。事業費の確定によるもので

す。次ページにまいります。廃止です。中小企業等経営支援利子補給

は、申請がなかったことから廃止するものです。次ページにまいりま

す。 

第４表 地方債補正の説明を行います。変更です。南空知葬斎組合

伏古斎苑改修事業から南幌支署改修事業までの９事業につきまして、

事業費の確定により限度額を変更するものです。なお、起債の方法、
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利率、償還の方法の変更はございません。 

以上で、議案第３号の説明を終わります。 

住民課長 続きまして、議案第４号 令和３年度南幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）について御説明いたします。 

初めに、歳出から説明をいたします。８ページをごらんください。

１款総務費２項１目賦課徴収費、補正額５万円の追加です。保険税の

コンビニ収納などの件数の増加に伴い、収納に係る手数料を追加する

ものです。 

次に、２款保険給付費１項２目高額療養費、補正額１，５００万円

の減額です。本年度の保険給付費の実績見込みにより減額するもので

す。 

次に、３款国民健康保険事業費納付金１項１目医療給付費分、補正

額はありません。歳入の一般会計繰入金の追加補正に伴い、財源内訳

を補正するものです。次ページにまいります。 

７款基金積立金１項１目基金積立金、補正額３４６万８，０００円

の追加です。財源調整に伴い追加するものです。これにより令和３年

度末基金残高は１億３，７７６万円となる見込みです。 

次に、９款諸支出金１項４目特定健康診査等負担金償還金、目を新

設し、補正額６万２，０００円を追加するものです。令和２年度保険

給付費等交付金の確定に伴い、特定健康診査等負担金に係る超過交付

分を償還金として追加するものです。 

続いて、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。４

款道支出金１項１目保険給付費等交付金、補正額１，５００万円の減

額です。普通交付金で、高額療養費保険給付費の減少に伴い減額する

ものです。 

次に、６款繰入金１項１目一般会計繰入金、補正額３５８万円の追

加です。国民健康保険基盤安定繰入金では、保険税軽減分に係る国・

道・町の公費財政支援額の確定により追加するものです。 

次の国民健康保険財政安定化支援事業繰入金では、地方交付税措置

額の確定により追加するものです。 

以上、歳入歳出それぞれ１，１４２万円を減額し、補正後の総額を

９億５，８９５万６，０００円とするものです。 

以上で、議案第４号の説明を終わります。 

議  長 病院事務長。 

病院事務長 続きまして、議案第５号 令和３年度南幌町病院事業会計補正予算

（第３号）の説明をいたします。最初に３ページをお開き願います。

収益的収入および支出のうち収入です。１款病院事業収益１項医業収

益、補正額１，０３９万５，０００円の減額です。 

１目入院収益１節入院収益では、１月末までの実績を踏まえ、当初

予算見込みの入院患者数を一日あたり４０人から３８人に、一人あた

りの入院単価を当初予算見込みの２万３，０００円から２万２，００

０円にそれぞれ補正し、３，０６６万円を減額するものです。 

２目外来収益１節外来収益です。一日平均の外来患者数は１月末時

点で５７人と、当初予算見込みの５８人をやや下回っておりますが、
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単価が高い訪問診療やＰＣＲ検査の実施により、見込人数は補正せず、

２，０２６万５，０００円を追加するものです。外来患者一人あたり

の単価は当初予算見込みの６，３５５円に対して、１月末で９，５９

８円となってございます。なお、一月あたりの訪問診療件数は、１月

末までの平均で４６件、ＰＣＲ検査の合計実施数は同じく１月末で８

２７件となってございます。 

２項医業外収益、補正額１，０５０万４，０００円の追加です。 

３目他会計負担金１節一般会計負担金で、企業債償還支払利息の確

定により１万６，０００円を減額するものです。 

４目他会計繰入金１節一般会計繰入金です。一般会計繰入金のうち、

特別交付税の措置額につきまして、昨年度に実施しました病床数の削

減に伴う緩和措置などで２，０５２万円の追加となります。一方、資

金不足に伴う繰入金はただいま説明いたしました特別交付税の追加な

どによりまして、当初予算額の６，０００万円から１，０００万円減

額し５，０００万円となります。以上により、１節一般会計繰入金で

１，０５２万円を追加するものです。 

続きまして、４ページをごらん願います。収益的収入及び支出のう

ち支出です。１款病院事業費用１項医業費用１目給与費、補正額４９

３万円の減額です。主に、医療技術給で作業療法士が中途退職したこ

とによる減額によるもので、１節給料では１１３万４，０００円、２

節職員手当等では、会計年度任用職員の期末手当の精査とあわせて７

９万６，０００円をそれぞれ減額いたします。４節法定福利費、３０

０万円の減額です。職員の給料及び手当等の支払実績に基づく精査に

よるものです。 

２目材料費、補正額４００万円の減額です。１節薬品費で、入院患

者数の減などによる医薬品購入の実績減で同額を減額するものです。 

３目経費、補正額６７０万円の追加です。８節燃料費では、燃料単

価の増や大雪による正面玄関ロードヒーティング用灯油の使用増によ

りまして２８０万円を追加するものです。１８節手数料では、主にＰ

ＣＲ検査の増による３００万円を、１９節賃借料では、除雪回数の増

により９０万円をそれぞれ追加するものです。 

５目資産減耗費、補正額２１０万円の追加です。１節固定資産除去

費では、固定資産台帳に登載されております資産の精査により１７０

万円を、２節棚卸資産減耗費では、使用期限切れの薬品の廃棄により

まして４０万円をそれぞれ追加するものです。 

５ページに入ります。２項医業外費用１目支払利息及び企業債取扱

諸費２節一時借入金利息です。本年度は一時借入れを予定してござい

ませんので全額となります２５万円を減額するものです。 

３目雑損失１節雑損失では、新型コロナワクチンの予防接種収入が

消費税の課税対象であることから実績に基づきまして消費税納税分２

５万円を追加するものです。以上により、２項医業外費用は減額と追

加が同額となりますので、補正額はございません。１ページにお戻り

ください。 

第２条です。年間延患者数を既定予定数の１４，６００人から１３，
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８７０人に、１日平均患者数を既定予定数の４０人から３８人に、そ

れぞれ補正するものです。 

第３条です。収益的収入及び支出につきまして、病院事業収益の総

額を既定予算額から１０万９，０００円を追加し、７億８，３１８万

７，０００円に。病院事業費用の総額を同じく既定予算額から１３万

円を減額し、７億５，７８５万２，０００円に改めるものです。 

第４条です。病院事業会計予算第７条に定めた経費のうち、給与費

につきまして既定予算額から４９３万円減額し、４億７，１７６万１，

０００円に改めるものです。 

第５条です。病院事業会計予算第８条に定めた、たな卸資産の購入

限度を４，６２０万５，０００円から４，２２０万５，０００円に改

めるものです。 

以上で、議案第５号 令和３年度南幌町病院事業会計補正予算（第

３号）の説明を終わります。 

議  長 都市整備課長。 

都市整備課長 続きまして、議案第６号 令和３年度南幌町下水道事業特別会計補

正予算（第２号）の説明を申し上げます。 

初めに歳出から説明いたします。９ページをごらんください。１款

下水道事業費１項２目管理費、補正額１，２３２万３、０００円の減

額です。２節給料から４節共済費は、担当職員の異動によります給与

費等の精査によるものです。１８節負担金補助及び交付金は、江別市

汚水処理に係る維持管理負担金の精査による減額、並びに江別市起債

償還負担金の額の利率確定によるものです。次ページにまいります。 

２６節公課費は、消費税額の確定によるものです。 

３目建設費、補正額７４０万円の減額です。１８節負担金補助及び

交付金は、江別市南幌関連工事負担金の確定による減額です。 

２款公債費１項１目元金、補正額９万１，０００円の減額です。 

２目利子、補正額３万６，０００円の追加です。いずれも、借入れ

を行っている公債費の利率確定によるものでございます。 

続きまして歳入の説明をいたします。８ページをごらんください。 

１款分担金及び負担金１項１目下水道事業負担金、補正額１万円の減

額です。２節管理費負担金は、道住宅供給公社からの江別市公共下水

道事業に対しましての工事負担金にかかる起債償還費の額の確定によ

るものです。 

４款繰入金１項１目一般会計繰入金、補正額１，２５６万８，００

０円の減額です。歳出の精査、及び歳入では、負担金、町債の確定に

より、減額するものです。 

７款町債１項１目下水道事業債、補正額７２０万円の減額です。１

節下水道整備事業債は、江別市南幌関連工事負担金が確定したことか

ら減額するものです。 

以上、歳入歳出それぞれ、１，９７７万８，０００円を減額し、補

正後の総額を１億９，５５８万７，０００円とするものです。 

次に５ページをごらんください。第２表 地方債補正の説明を行い

ます。歳出で説明しました、江別市南幌関連負担事業の額が確定した
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ことによる限度額の変更です。起債の目的、江別市南幌関連負担事業。

補正前の限度額１，３３０万円を補正後の限度額６１０万円とし、７

２０万円減額するものです。起債の方法、利率、償還の方法につきま

しては、変更ございません。 

続きまして、１６ページをごらんください。地方債に関する調書に

つきましては、南幌公共下水道事業に対します地方債の現在高見込額

を、今回の補正額にあわせて変更するものです。 

以上で、議案第６号の説明を終わります。 

  

続きまして、議案第７号 令和３年度南幌町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号）の説明を申し上げます。 

初めに歳出から説明いたします。８ページをごらんください。１款 

農業集落排水事業費、１項１目管理費 補正額３４万１，０００円の

減額です。１２節委託料は、施設の維持管理業務の精査によるもので

す。 

次に、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。３款

繰入金１項１目一般会計繰入金、補正額１１８万２，０００円の減額

です。歳出の精査、及び歳入では、繰越金の確定により減額するもの

です。 

４款繰越金１項１目繰越金、補正額８４万１，０００円の追加です。

令和２年度事業会計の繰越金の確定によるものです。 

以上、歳入歳出それぞれ、３４万１，０００円を減額し、補正後の

総額を１，６８９万３，０００円とするものです。 

以上で、議案第７号の説明を終わります。 

議  長 保健福祉課長。 

保健福祉課長 それでは、議案第８号 令和３年度南幌町介護保険特別会計補正予

算（第２号）の説明をいたします。 

初めに歳出の説明をいたします。１０ページをごらんください。１

款総務費１項１目一般管理費、補正額１２１万円の減額です。システ

ム改修に伴う精査でございます。 

２款保険給付費１項１目居宅介護サービス給付費、補正額２，２５

０万円の減額です。 

３目地域密着型介護サービス給付費、補正額１，８７０万円の減額

です。 

５目施設介護サービス給付費、補正額４００万円の減額です。次ペ

ージにまいります。 

７目居宅介護福祉用具購入費、補正額３０万円の追加です。 

次に、２項１目介護予防サービス給付費、補正額２８０万２，００

０円の減額です。 

次に、６項１目特定入所者介護サービス費、補正額３００万円の減

額です。 

１２ページ中段にまいります。３款地域支援事業費１項１目介護予

防・生活支援サービス事業費、補正額４００万円の減額です。以上、

保険給付費、地域支援事業費の補正につきましては利用実績の精査に
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伴うものでございます。 

４款基金積立金１項１目介護給付費等準備基金積立金、補正額２５

４万１，０００円の減額です。財源調整に伴い減額するものでござい

ます。 

次に、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。１款 

介護保険料１項１目第１号被保険者保険料、補正額 現年度分３９３

万６，０００円の減額です。被保険者数と保険料段階などの精査によ

るものです。 

２款国庫支出金１項１目介護給付費負担金、補正額 現年度分１，

９６０万８，０００円の減額、過年度分８９万円の追加です。 

次に、２項１目調整交付金、補正額５３１万６，０００円の減額で

す。      

２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）、補正

額８０万円の減額です。 

４目事業費補助金、補正額８０万６，０００円の減額です。システ

ム改修に伴う精査によるものでございます。８ページにまいります。 

７目介護保険災害等臨時特例補助金、補正額１２万７，０００円の

追加です。新型コロナウイルスに係る保険料減免に対する補助でござ

います。 

３款支払基金交付金１項１目介護給付費交付金、補正額１，３６８

万９，０００円の減額です。 

 ２目地域支援事業交付金、補正額１０８万円の減額です。 

４款道支出金１項１目介護給付費負担金、補正額６４９万４，００

０円の減額です。次ページにまいります。 

２項１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）、

補正額５０万円の減額です。 

６款繰入金１項１目介護給付費繰入金、補正額６３３万７，０００

円の減額です。 

２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）、補正

額５０万円の減額です。 

５目その他一般会計繰入金、補正額４０万４，０００円の減額です。

歳入の補正の主な理由につきましては、歳出で説明しました保険給付

費や地域支援事業などの精査によるものでございます。 

以上、歳入歳出それぞれ５，８４５万３，０００円を減額し、補正

後の総額を８億１，５３２万７，０００円とするものでございます。 

以上で、議案第８号の説明を終わります。 

議  長 住民課長。 

住民課長 続きまして、議案第９号 令和３年度南幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）について御説明いたします。 

初めに、歳出から説明をいたします。８ページをごらんください。

２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目後期高齢者医療広域連合

納付金、補正額１０８万９，０００円の減額です。令和３年度負担金

の確定に伴い、事務費負担金、保険基盤安定負担金をそれぞれ減額す

るものです。 
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続いて、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。３

款繰入金１項１目事務費繰入金、補正額５７万４，０００円の減額で

す。事務費の確定に伴い減額するものです。 

２目保険基盤安定繰入金、補正額６６万７，０００円の減額です。

保険基盤安定繰入金の確定により減額するものです。 

次に、４款繰越金１項１目繰越金、補正額１５万２，０００円の追

加です。令和２年度繰越金の確定によるものです。 

以上、歳入歳出それぞれ１０８万９，０００円を減額し、補正後の

総額を１億１，４７８万２，０００円とするものです。 

以上で、議案第９号の説明を終わります。 

議  長 ここで、１時１５分まで、暫時休憩をいたします。 

（午前１１時５８分） 

（午後 １時１５分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

午前中に補正予算の説明が終わっていますので、これより質疑を行

います。 

質疑にあたりましては議案ごとに行います。 

初めに、議案第３号 令和３年度南幌町一般会計補正予算（第９号）

の質疑を行います。 

３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 ３点質問します。１点目は、２１ページの学生支援推進事業につい

て。先ほどの説明で大学が３校と、あとほかいろいろと言われていた

んですけれども、その応募件数の中身をもう少し詳しく説明いただき

たいと思います。令和４年度の事業も継続になっているので、その辺

でその応募した学校からはどういうような声が聞かれているのか、そ

れから本町の学生が在籍しないような学校もあったのかどうか、その

辺伺います。 

それから２点目は、２２ページのあったか灯油支給事業です。先ほ

どの行政報告の中で４８０件の申請があり、支給決定は４０２件とい

うことで、７８件が不採択ということです。その中身を教えてくださ

い。 

それからもう一つは、３２ページの生涯学習センター運営経費の中

の工事請負費、煙突解体工事なんですけれども、令和３年度の予算で

は３，４００万円となっていました。これは減額になるんですが、実

際にはいくらかかったのか、それをお尋ねします。 

以上、３点です。 

まちづくり課長 １点目の学生支援推進事業の学生・若者支援プロジェクトの内容に

ついてお答えいたします。寄附先の学校につきましては７校ありまし

て学校名を申し上げます。札幌学院大学、せいとく介護こども福祉専

門学校、函館ラ・サール学園、北海道文教大学、立命館慶祥高等学校、

酪農学園大学、そして、とわの森三愛高等学校の７校となってござい

ます。実績といたしましては、ポータルサイトのふるさとチョイスの

ガバメントクラウドファンディングを通しまして、寄附者は１２４名、

総額で５１３万４，７３１円の寄附をいただいております。目標金額
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については５００万円を設定しておりまして、達成額については１０

２．６％となってございます。学校からは、登録の際、こちらのほう

の取り組みについて応援していただけると大変助かるということで申

し上げていることとなってございます。また寄附者からは、このよう

な取り組みで学生たちに応援できるということで、共感して参加して

いるということの声をたくさんいただいております。来年度、令和４

年度も実施しますが、基本的には寄附先の本年度の７校、プラスほか

の学校にも声をおかけしまして、こちらの事業の取り組みの拡大を考

えてございます。以上となります。 

議  長 保健福祉課長。 

保健福祉課長 ２点目のあったか灯油支給事業の不採択の内容について御説明いた

します。まず、要件別でございますが、７０歳以上の高齢者につきま

しては５８件、障がい者につきましては１２件、ひとり親８件、合計

７８件の不採択でございます。こちらの事業につきましては、該当す

る可能性があるお宅に個別通知でお知らせをしておりまして、不採択

になった理由といたしましては、非課税世帯ではないお宅からの申請

が７８件あったということでございます。以上でございます。 

議  長 生涯学習課長。 

生涯学習課長 ３点目の生涯学習センター煙突解体工事の実際の執行額でございま

すけれども、３，０２５万円でございます。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再質問) 

学生支援について今お答えをいただきました。それで、もう１点お

聞きしたいのは、本町の学生が在籍しているのかというか、その辺は

どうなのかということを１点お答え願いたいと思います。次年度も継

続して広げていくということと、それからやっぱり大変喜ばれている

ということでは、すごく成果だなと思いますので、その１点だけお願

いします。 

それから、あったか灯油のことでは、該当でなかった方、そこにも

案内がいってということですよね。それでその不採択、不採択という

か、なった方には、どのようにして納得、納得というか、その辺で何

か不満の声とかそういう声はなかったのかどうか、それ１点お願いし

ます。 

煙突工事のほうは、３，０２５万円ということですか。わかりまし

た。 

まちづくり課長 

(再答弁) 

本町の学生の通学という形ですが、札幌学院大学、北海道文教大学、

立命館慶祥高等学校、酪農学園大学、とわの森三愛高等学校に在籍し

ているとおさえております。人数についてはちょっとおさえてござい

ませんので御了承願います。 

議  長 保健福祉課長。 

保健福祉課長 

(再答弁) 

先ほどのご質問についてお答えいたします。不満の声でございます

が、私どもとしましては、該当されるであろう方に、皆さんに個別通

知をしております。その中でＱ＆Ａ方式で課税か非課税かというのを

御自分で判断して、申請をしていただくようにしております。当初は

広報のみで周知をと思っておりましたが、そうしますと目に触れない
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場合もあるという可能性も考えまして、個別通知をしております。た

だ、私どものほうでは、個人情報に基づきまして、税情報を事前に把

握することが難しいため、該当するであろうと思われる方に通知をい

たしております。その点で、御自分が課税か非課税か不明な方も申請

に来ていただいているところで、このような現状になっているところ

でございます。不満の声は聞いてはおりません。 

議  長 よろしいですか。ほかにありませんか。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第３号についての質疑を終結いたし

ます。 

次に、議案第４号 令和３年度南幌町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第４号についての質疑を終結いたし

ます。 

次に、議案第５号 令和３年度南幌町病院事業会計補正予算（第３

号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第５号についての質疑を終結いたし

ます。 

次に、議案第６号 令和３年度南幌町下水道事業特別会計補正予算

（第２号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第６号についての質疑を終結いたし

ます。 

次に、議案第７号 令和３年度南幌町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第７号についての質疑を終結いたし

ます。 

次に、議案第８号 令和３年度南幌町介護保険特別会計補正予算（第

２号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第８号についての質疑を終結いたし

ます。 

次に、議案第９号 令和３年度南幌町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第９号についての質疑を終結いたし

ます。 

お諮りいたします。本７議案につきましてはこの際討論を省略し、

直ちに採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。採決にあたりましては議案ごとに行いま
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す。 

議案第３号 令和３年度南幌町一般会計補正予算（第９号）は、原

案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第４号 令和３年度南幌町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定をいたしました。 

議案第５号 令和３年度南幌町病院事業会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第６号 令和３年度南幌町下水道事業特別会計補正予算（第２

号）は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定をいたしました。 

議案第７号 令和３年度 南幌町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。（な

しの声。） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定をいたしました。 

議案第８号 令和３年度南幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第９号 令和３年度南幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

 

日程１３ 議案第１０号から日程２８ 議案第２５号までの１６議

案につきまして、関連がございますので一括提案をいたします。 

●日程１３ 議案第１０号 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条

例制定について 

●日程１４ 議案第１１号 常勤特別職の職員の給与等に関する条

例の一部を改正する条例制定について 



 ２０ 

●日程１５ 議案第１２号 職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

●日程１６ 議案第１３号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

●日程１７ 議案第１４号 南幌町児童生徒等医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

●日程１８ 議案第１５号 南幌町重度心身障害者及びひとり親家

庭等医療と医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例制定について 

●日程１９ 議案第１６号 南幌町ふるさと物産館の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例制

定について 

●日程２０ 議案第１７号 南幌町道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例制定について 

●日程２１ 議案第１８号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例制定について 

●日程２２ 議案第１９号 令和４年度南幌町一般会計予算 

●日程２３ 議案第２０号 令和４年度南幌町国民健康保険特別会

計予算 

●日程２４ 議案第２１号 令和４年度南幌町病院事業会計予算 

●日程２５ 議案第２２号 令和４年度南幌町下水道事業特別会計

予算 

●日程２６ 議案第２３号 令和４年度南幌町農業集落排水事業特

別会計予算 

●日程２７ 議案第２４号 令和４年度南幌町介護保険特別会計予

算 

●日程２８ 議案第２５号 令和４年度南幌町後期高齢者医療特別

会計予算 

以上、１６議案を一括して議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第１０号から議案第２５号まで

の１６議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

初めに、議案第１０号及び議案第１１号につきましては、いずれも

令和３年人事院勧告にかんがみ、議会議員、常勤特別職について、期

末手当の支給率を変更するため、本案を提案するものです。 

次に、議案第１２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定につきましては、令和３年人事院勧告による国家公務員の給与

改定をかんがみ、本案を提案するものです。 

次に、議案第１３号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、令

和３年人事院勧告にかんがみ、第１号会計年度任用職員について、期

末手当の支給率を変更するため、また、放課後児童支援員等処遇改善
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臨時特例事業の実施に伴い、本案を提案するものです。 

次に、議案第１４号及び議案第１５号につきましては、いずれも医

療費の全額助成の範囲拡大に伴い、本案を提案するものです。 

次に、議案第１６号 南幌町ふるさと物産館の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例制定につきましては、会議室の専用使用

に係る使用料金を設定するため、本案を提案するものです。 

次に、議案第１７号 南幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する

条例制定につきましては、道路法施行令の改正に伴い、本案を提案す

るものです。 

次に、議案第１８号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例制定につきましては、全世代対応型の社会保障制度を構築するた

めの健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、本案を提案す

るものです。 

次に、議案第１９号から議案第２５号までの７議案につきましては、

令和４年度における南幌町一般会計予算及び各種特別会計予算であ

り、概要につきましては、別途配付いたしました「令和４年度南幌町

各会計予算編成の概要」により、副町長が説明いたしますので、よろ

しくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 予算編成概要の説明を求めます。副町長。 

副 町 長 （予算編成概要の朗読により説明する。） 

議  長 ただいま上程されました１６議案の取扱いについてお諮りいたしま

す。 

９番 川幡 宗宏議員。 

川幡議員 ただいま上程されました令和４年度各会計予算及び関連条例議案等

につきましては、議長を除く１０名による予算審査特別委員会を設置

し、本１６議案を付託し、休会中に審査してはいかがと思いますので、

議長よりお諮り願います。 

議  長 お諮りいたします。ただいまの川幡 宗宏議員の御発言は、１０名

による予算等審査特別委員会を設置し、本案を付託し、休会中に審査

するという御意見でありますが、そのように決定することに御異議あ

りませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本１６議案は予算審査特別委員会に

付託し、休会中に審査することに決定をいたしました。 

ただいま設置されました予算審査特別委員会の正副委員長について

お諮りいたします。 

９番 川幡 宗宏議員。 

川幡議員 ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員長には本間 秀

正議員、副委員長には熊木 惠子議員の両氏を推薦いたしますので、

議長よりお諮り願います。 

議  長 お諮りいたします。ただいま、川幡 宗宏議員からの提案がありま

したとおり、委員長には本間 秀正議員、副委員長には熊木 惠子議

員との御発言でありますが、そのように決定することに御異議ありま

せんか。 
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（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって委員長には本間 秀正議員、副委員

長には熊木 惠子議員と決定をいたしました。 

以上で、本日予定しておりました全ての議案審議が終了いたしまし

た。８日午前９時半まで延会としたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって８日午前９時半まで延会といたしま

す。 

御苦労さまでした。 

 （午後 １時５４分） 
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令和４年第１回南幌町議会定例会会議録     ３月 ８日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

７日より延会となっておりました令和４年第１回南幌町議会定例会

をただいまより再開いたします。 

本日の出席議員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開き

ます。 

 

●日程２４ 一般質問を行います。 

本定例会の一般質問通告者は４名でございます。 

一般質問につきましては、通告順に行います。 

７番 石川 康弘議員。 

石川議員 今回、私は町長に１問質問いたします。新規就農者の受け入れにつ

いて。本町の基幹産業である農業は、水稲を中心に畑作経営も拡大し

ており、１戸あたりの平均面積は３０ヘクタールを超え、道内有数の

耕作面積を有しています。しかしその反面、農家戸数は年々減少して

おり、令和３年度の農家戸数は１６０戸、農家人口は６９１人であり

ます。このままだと、あと１０年後には１００戸ほどになるのではな

いかともいわれており、今後いかにして農家戸数を維持していくか、

ＪＡをはじめ町内の農家もとても心配している状況であります。 

本町での新規就農者は、親元就農と農業生産法人に就職する形で毎

年誕生してはいますが、それでも離農者数を補うほどでの数ではあり

ません。新規参入を希望する就農者に対しては特に何も行っていない

のが現状だと思います。それは、農地を求める既存の農業者が多いた

め、新規の方に紹介するほどの農地がないのが一番の理由なのですが、

例えば、農業生産法人や大規模農家から土地を借りて就農するような

機会は作れないものでありましょうか。町と農協等が新規参入就農者

を求める体制がなければ、就農する機会が生まれないのではないかと

思います。本町は住宅地だけでなく農業をしようとする人にも魅力あ

る土地柄であるだけに、受け入れ体制の設置が必要ではないでしょう

か。 

今後、国の政策次第で農地売買の流れが変わる可能性もあり、離農

する人が増えるなどその時になって慌てることがないように、今から

新規就農者の受け入れ体制を整えておく必要があるのではないかと思

いますが、お考えを伺います。 

議  長 町長。 

町  長 新規就農者の受け入れについての御質問にお答えします。親元就農

をはじめ新規就農者を確保することは、持続可能な農業を推進する上

で大変重要であると考えることから、新規就農支援招致サポート事業

や新規就農支援住宅の設置などのほか、本年度から新たに、担い手対

策奨励事業を実施します。 

本町においては、農業生産法人や大規模農家の経営規模拡大の志向

が強く、新規参入希望者が農地を求めにくい現状です。 



 ２４ 

新規参入者が農業経営をしていくためには、認定新規就農者として

認定を受けるほか、農地の確保、技術や経営能力、資金の確保等が必

要となります。 

町内において、先進的な事例もあることから、担い手育成総合支援

協議会を中心に、農業生産法人での雇用就農や研修の紹介を行うとと

もに、農業者に対し、新規就農希望者の研修の受け入れや、農地の確

保などのアンケート調査を行い、新規就農者の確保に向けた取組を進

めてまいります。 

議  長 ７番 石川 康弘議員。 

石川議員 

(再質問) 

今回この質問をするために、栗山町の取り組みを聞いてきました。

そこでちょっと栗山町についてお話ししたいと思います。栗山町には

町、農協、農業委員会、改良区、普及センターなどで組織する栗山町

農業振興公社があり、新規就農者の受け入れから農業研修、そして就

農への支援を行っており、今までに独身３人、夫婦１５組の３３名の

人たちが入植されているそうです。栗山町では、毎年全国で行われる

新・農業人フェアやマイナビ就農フェストなどのイベントに、年十数

回出向いて面談したり、農地を担当する農業委員との懇談、面談会、

農業体験会を随時開催するなどして、積極的に新規就農者受け入れの

推進を行っています。就農希望者は、まず公社において面接を受け、

農業に対する意欲を確認されます。そして、研修期間は公社が管理し

ている住宅、７棟１２戸を利用することもでき、短期農業体験者には

家財道具がそろった専用宿泊施設もあるということです。研修先農家

は本人が学びたい作物を栽培する農家にできるだけ沿えるようあっせ

んしてあげ、特に指導農業士などの資格の有無にはこだわっていない

ということです。２年間の農業研修の間は、地域おこし協力隊事業を

活用した支援や国の次世代人材投資事業資金（準備型）という支援制

度などでサポートしているそうです。また、地域になじんでいけるか

研修先農家との人間関係、地域農家からの信頼度を研修期間の中で公

社が確認していきます。そして研修を修了し、農地を取得し、就農す

るにあたっては、農業委員会に５年間の農業計画を提出し、農業委員

が現場を視察、審査するようになっているそうです。新規就農者のほ

とんどは、施設、露地などの野菜づくりを希望しており、平均２から

３ヘクタールほどの面積規模で営農を行っています。出荷先は、独自

で売りたいとする人が多いようですが、農協の出荷については独禁法

の絡みもあり縛りはありませんが、５割の方が農協だそうです。年齢

は３０代から４０代、出身地は道内をはじめ、関東、関西、九州など

全国から来ており、元農水省職員や国立大学卒業など高学歴の人もい

るそうです。公社では、毎年一般農家に向け意向調査をしたり、農業

委員が仲介し情報を仕入れて農家の動向をおさえているそうです。こ

のように、栗山町では農業者の減少をおえるため、いろんなサポート

体制を組んでおり、全国から優秀な人材を集めていることから見ても

大いに見習うべきではないかと思います。確かに、中山間地という地

形や古くから野菜農家が多いという環境が南幌町とは違うところはあ

りますが、本町としても本町なりのやり方で取り組むことができるの
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ではないでしょうか。このような取り組みは、栗山町だけでなく、ほ

かにもたくさんあります。隣の石狩管内にある道央農協では、公益財

団法人として農業振興公社を設置して、公社所有の農地１，００６ヘ

クタールの圃場で、１年間基礎的知識の習得と栽培トレーニングを行

い、２から３年目には地域の農家の圃場で一緒に作業しながら学び、

実践経験を積み上げ、地域の人との信頼関係を構築する研修を行って

いるそうです。 

また、当別町では、花卉栽培農家を主体とした新規就農者を募って

います。そして、第三者継承希望農家募集と掲げ、地域の農業を守り

たいと。長年培った技術を次世代につなげたい。もう使わない農機具

があるので活用してほしいといった農家と新規就農希望者をつなぐ事

業を行っているそうです。本町にも町の特産品を生産する人やこだわ

り栽培を行い、全国的な活動をする人などいますが、その人の代だけ

で終わらせるのではなく、後継ぎはいないがこの作物を後世につない

でいってほしいと本人が希望するならば、その橋渡しとして、当別町

のように第三者就農制度を利用して新規就農者を募り、育て、受け継

がせてはいかがと思うのです。そして、地域おこし協力隊の制度を活

用し、就農者の研修期間の生活や就労に向けてバックアップしてあげ

るのはいかがでしょうか。 

地域おこし協力隊は、地域ブランドや地場産品の開発、地域おこし

の支援だけでなく、農林水産業への従事、住民支援などを行いながら、

その地域への定住、定着を図ろうとする総務省が決めた制度です。こ

の制度を活用することで、就農希望者の支援や農業者の確保につなげ

るうえで大いに役立てるのではないかと思います。第三者就農だけで

なく、研修を受けた新規就農者へあっせんする農地については、町内

にある農業法人や大規模農家から例えば３０アールとか５０アールほ

どでも借り受け、就農の機会をつくり、軌道に乗れば徐々に拡大して

いく手助けをしてもいいかと思います。新規で農業を行うにも、資材

や農機具など最低限の準備は必要ですから、その手助けを農業法人や

大規模農家の人たちからの支援があるならば可能ではないかと思いま

す。そういったことも含めて、本町でも町や農協、農業委員会、普及

センター、農業法人会などが手を組んで取り組むことができないもの

か、改めてお伺いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

まず、現在の離農戸数、また新規就農者、経営規模の状況について、

ちょっとお答えをしたいと思います。直近５年間での離農戸数は１５

戸で、新規就農者は、農業生産法人を含め１８名就農がされておりま

す。毎年、３、４名がＵターンなどで親元就農や農業生産法人への雇

用就農しており、全国的に後継者・担い手不足が叫ばれる中では、現

時点では比較的確保されているほうではないかなというふうに思って

ございます。農業経営者の年齢も３９歳以下の方が全体の１４％で、

その割合は以前よりは上昇傾向にございます。また、経営規模につき

ましては、個人、法人あわせますと、議員言われたとおり３１町で大

規模化が顕著でございますが、生産者並びに関係者の御努力によりま
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して、耕作放棄地については現在発生していない状況にございます。

加えて、経営規模につきましては、２年前の農業振興ビジョンの策定

時に行ったアンケート調査でございますけれども、現状維持または規

模拡大の志向は個人経営で７６％、法人では１００％というような状

況でございます。 

町の今までの相談といいますか、そういうケースでございますけれ

ども、就農相談でございますが、年に２件程度の就農相談がございま

す。やはり、施設栽培や有機栽培などを目指すケースが大半でござい

ます。札幌などの町外からの通い型の就農を目指す方も多くございま

す。その中で、まずは実体験としまして、法人などへの就農研修を進

めておりますけれども、なかなかそこまで行きつかないのが現状でご

ざいます。やはり、自身の思いと実際の農業の現実に差が出てくるの

かなというように感じてございます。先ほど議員の言われました第三

者就農制度、これは否定するものでもございません。 

地域おこし協力隊につきましては、以前ＪＡさんとも協議をしたこ

とがございまして、また、このたびの第６期総合計画後期基本計画の

中でもずいぶん庁内で検討をしました。いずれにいたしましても、野

菜などの施設栽培であっても、やはりその生活レベルを維持するため

の農業所得を確保するためには、生産機具や労力、営農技術など高い

ハードルがあるものと思います。しかし現在、町内でもそういうこと

にチャレンジされている新規就農者の方もおられます。非常に頑張っ

ておられると思います。町のほうとしましては、まずはそのような新

規参入者に対しまして、実際にそのような農地が存在するのか、また

は出し手がいるのか、または研修の受け入れなどが可能なのか、その

辺のアンケート調査を進めてまいりたいと考えております。 

議  長 ７番 石川 康弘議員。 

石川議員 

(再々質問) 

御答弁いただき、ありがとうございました。いろいろ調査はしてい

ただいているということは御理解を察する次第であります。ただ、い

かんせん、今はまだ良くても、さっきも言いましたように、これから

先どういうふうな形になるかわからないということで、そういうこと

も危惧しながら今から体制を整備すべきではないかというふうなこと

でお話をさせているところでございます。本町の今の１６０戸の農家

のほとんどは、米、麦、大豆をはじめとした政府管掌作物を栽培して

いて、一見安定しているかに見えますけれども、ころころ変わる国の

農業政策に毎年振り回されているのも現状であります。ならば、有機

栽培や蔬菜、花卉などの高収益作物に取り組んでみてはというふうに

思うんですけども、経営面積が広すぎることや米麦中心の土地利用型

経営のため、なかなか集約型農業に切り替えるというには踏み込むこ

とができない、そういった人が多いのが現状であります。これでもし、

国の政策が大幅に見直されて補助金や交付金が削減されたとしたなら

ば、経営が成り立たなくなる、離農する人が増えるということも十分

心配するところであるわけです。先ほどもおっしゃっていましたけど

も、蔬菜や花卉など高収益作物、確かに面積も然りでしょうけれども、

集約型作物はさほどそんなに面積も要さない、その中で、高収益をあ
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げて十分やっている人も多くいるわけですし、そういったことから考

えても十分考えあわせるべきではないかなというふうに思います。農

業法人に就職して、そこから独り立ちする方法というのもありますけ

ども、今の法律の中では妨げとなるものがあると聞きます。それらの

法律改正に向け国に働きかけてほしいところでありますけれども、特

区制度を使って本町独自の新規就農制度を行ってもいかがかなという

思いもあります。とにかく豊かな自然と景色、都会や空港にも近いと

いうこのアクセス、そして大消費地に近いという、これがやはりこの

町に対しての農業者にとっても同じような魅力として感じているとこ

ろです。先ほど紹介した栗山町や当別町だけでなくて、トマト農家を

求めている平取町やメロン農家の富良野市、スイカ農家の北竜町、ま

た南幌と似たような農業環境の新篠津村だって新規参入就農者を求め

て情報発信しているんですから、もっと本町も力を入れていくべきで

はないかと思います。いずれにしても、新規就農者問題は町だけでは

なくて、関係機関が一緒になって取り組むべき問題であると思います。

既に農協ともいろいろ検討されているということでしたけれども、本

当に将来のことを考える中で、これから先、本当に１００戸足らずの

農家だけでこの農業地帯をおさめていくつもりなのか、再度お考えを

お伺いしたいと思います。大規模農家だけではなくて、小規模農家と

混在した中での南幌の農業、農村地帯というのが理想的なものではな

いかと思うだけに、改めてお伺いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

石川議員の再々質問にお答えします。農家戸数のお話がありました

けれども、現在のこの規模拡大志向につきましては、私は当面の間は

続くものと考えております。したがって、対象農地はなかなか出てき

にくいのかなというように思います。議員言われたように、本町の農

業は、今まで水稲を中心とした輪作体系の確立によりまして持続的に

発展し、特に本年は経営の安定化が図られていると思います。その多

くが土地利用型でございまして、後継者は親元就農やＵターンなどに

より経営継承するケースが大半でございます。そのことが全てではご

ざいませんが、結果、生産基盤の確保、また経営の安定化に大きく影

響することによりまして、土地改良事業なども円滑に進んでいるので

はないかなと思っております。本町で新規就農を考えた場合、議員言

われるように水稲につきましては農地や生産基盤の確保などから非常

に厳しい現状であるかと思います。多様な農業が理想でございますけ

ども、そのような背景もあって、過去から本町ではなかなか新規就農

が増えてこないのが実態であろうかなと思います。先ほども申し上げ

ましたけども、しかし、町内でチャレンジされている新規就農者もお

られますので、その可能性を確認するためにも、まずはそのアンケー

ト調査を行ってまいりたいと思っておりますので、御理解いただきま

すようお願い申し上げます。 

議  長 以上で、石川 康弘議員の一般質問を終わります。 

次に、３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 本日は教育長と町長に質問いたします。 
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まず教育長に、生涯学習の新たな機会の開設について質問いたしま

す。新型コロナウイルス感染症の拡大が長期化する中で、町民の生涯

学習や文化行事への参加の機会が失われ、自分らしく生きがいとゆと

りのある生活ができていない方も多いのではないでしょうか。執行方

針の中で、「今日的課題に関する講座の開設など、だれもが安全で安

心して参加できる学習機会を提供できるとともに地域の人材情報の共

有と活用を一層図ることで、町民が生きがいをもって活動できる機会

の創出に努めてまいります。」と述べられていることは町民に希望を

与えるものと感じます。コロナ禍であらゆる学習の機会が減少しまし

たが、このような時だからこそ参加したくなるような魅力的な内容の

講演会や、音楽、郷土史、文学などに触れ、人と人とのコミュニケー

ションが図られ、人生を豊かに過ごせるような町民の学習、研鑽とな

る講座の開設を計画的に進める必要があると思います。町内には優れ

た人材が多数おり、多様な学習要望に力を発揮していただけるものと

思います。社会教育の推進は町民の一人ひとりが生涯を通じて生き生

きと学び続けることを応援することにつながります。新たな講座の開

設により参加者が自らサークルなどを創設し、文化の向上につながる

企画をどのように考えているか伺います。 

議  長 教育長。 

教 育 長 生涯学習の新たな機会の開設についての御質問にお答えします。本

年度より「一人ひとりの『やってみたい、知りたい、学びたい』をつ

なげよう みんなで楽しく創る なんぽろの社会教育」を基本理念と

した第４期社会教育中期推進計画がスタートします。 

この計画に基づき、コロナ禍においても、町民の皆さんの一人ひと

りの生活をより豊かにし、幸福感が得られる学びの場を提供しなけれ

ばならないと考えます。 

新たな講座の開設については、軽登山やトレッキングなどのコロナ

禍における新しい生活様式を取り入れた活動や、インタ－ネット、ス

マ－トフォンを活用した、高齢化社会をより豊かにするための講座な

ど、今日的な課題に対応した生涯学習に取り組むため、生涯学習講座

の企画・運営に関わっている、ふるさと南幌みらい塾運営委員の意見

や各講座の参加者からのアンケートなどを参考に、より多くの町民を

対象とした講座内容を検討してまいります。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再質問) 

 

再質問いたします。ただいま教育長に答弁いただいて、大変共感す

るところが多いです。執行方針に掲げられている内容で大変評価でき

るのと、具体的なのはどのように進められるのかということで質問を

して、その今日的課題の内容について今、答弁いただきました。文化

的なものとかを私よく割と多く質問の中に組み入れたんですけれど

も、やはり今、今日的課題というところで、軽登山とかトレッキング、

そして高齢化社会においてインターネットとかいろいろスマホを使っ

た講座とか、そういうものは本当に求められていると思います。です

から、それを計画的に組み入れた形でやっていただけると、すごく参

加する方が、この後いろんな形で希望を見出せると思います。このコ
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ロナがもう２年も続いて、本当にいろいろ、いろんな面で疲弊して希

望を失われているという中では、やはりこういうことを町が示すとい

うことで、本当に町民が勇気を持って今後活動していくということに

つながると思います。そこで、大人も子どもも皆そうですけども、ネ

ットとかいろいろそういうものをやる中で、やっぱり今、人と人との

コミュニケーションが本当に大事だということに、皆さん気づいてお

られると思うんですよね。そういう中で、やはり教育委員会、先ほど

社会教育のことで、前回の教育大綱のときにまとめられたものも示し

ていただきました。そういう中でも、やっぱりこの大事なことという

のは、コミュニケーションを図ること、それが一番大事だということ

が示されていたと思います。そういう中で、やはりいろんなものを計

画的に組み込んでいく、それが大事だということを改めて思います。

それで、例えば芸術文化活動の中で、以前、中学校で私、前にも質問

いたしましたけれども、クラシックの音楽会などもありました。それ

は毎年交代でとか、いろんな形で組み入れているんですけれども、そ

ういう単発的な文化行事というものも、やはり今だからこそ本当に求

めていると思うんですよね。それで私が思うのは、町内に本当にいろ

いろな多様な活動をされていて、いろんなことをやられておられる方

がおります。そういう人方を、本当に発掘というか、いろいろ活動や

っているんですけれども、なかなか町民がそれを共有できないという

ことが残念だなと思います。そういう意味では、以前、うたポロとい

うのがありましたよね。そこに参加されていた方から、発表会などい

ろいろとなっていたんですけども、なかなかコロナで継続できなかっ

たということもあって、非常に残念だという思いを持っている方から

お話を聞きました。参加された方は、介護をしながら生活をしていて、

何とか時間をつくってうたポロに参加することを唯一の楽しみにし

て、その時に普段なかなか声を出すということが、若い頃と違ってで

きなくなっていたので、改めてその声を出すことの大切さ、そして全

く知らなかった人がそこで知り合って人間関係を深めていくというこ

とで、大事なことに気づいたと言うんですよね。それをぜひ継続して

ほしいなという思いを訴えられていました。ふるさと未来塾など、そ

ういう長期的な講座などはあるんですけれども、なかなかそれにずっ

と会員として参加していくということがなかなかかなわない人にとっ

て、年間スケジュールのようなもので、こういうのがありますという

と単発的にそういうものを選んで参加していくということにつながる

のではないかなと思いました。それから町のホームページの中で、例

えばピアノ教室をやっておられる方、それからその中でマリンバを教

えている方、そこに習っている子どもさんの声なども紹介されていて、

町内にそういうような方がいるということを私もそれを見て、何かそ

のマリンバの演奏など、そういうミニコンサートみたいなものを何か

開いてもらえると、その文化を共有していくということにつながって

いくと思います。ですから、そういうことも、ぜひ新しい生活様式を

取り入れた形の文化的な課題というものに取り組んでほしいなと思い

ます。 
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それと、文化的なことで言うと、いろいろ時代とともにいろいろ変

わっても行くんですけれども、以前、切り絵や書道教室など水墨画な

ど、そういうような講座も開催されていました。近年なかなか、コロ

ナの以前からそういう講座というのを新しいものはなかなか開かれて

いなかったように思います。やっぱりそういうものに参加した方が新

たに自分たちで教室というか、継続していくという小人数のそういう

ものをつくっていくことにつながると、それがやっぱり町民の文化度

を上げていくということにつながると思うんですよね。ですから、そ

ういうこともぜひ考えていただきたいのと、その考えがあるのかも伺

いたいと思います。 

また、先ほど町内にたくさんの方がいらっしゃるというところで、

昨年の文化展、毎年やられていて、なかなかコロナで大変な中で開催

されていたと思いますけれども、年々文化展に参加するサークルや出

品数なども減少しているように思います。文化展の中で、やっぱりサ

ークルの存続が困難になってきたということで、残念ながら会を解散

したんだよねと、だから今度は個人で参加するしかないというような

話も伺いました。少人数であっても何とか継続していって、それを後

継者というか、そういうものをつないでいくということも大事なこと

だと思います。今年、町の文化協会が５０周年ということで、やはり

それを続けてきたということは本当に会員の皆さんの努力とそして協

力の賜物であるということは本当に間違いないと思います。その文化

協会も、やっぱりずっとつないでいきたいけれども、なかなか会員が

集まらないという声も聞かれます。それでも近年、小学生がそういう

ものに参加したりなどということでちょっとずつ盛り上がっていると

いうこともお聞きしますので、そういうことをぜひ後押ししていくと

いう意味で、町の果たす役割はすごく大きいと思いますので、その辺

をちょっと伺いたいと思います。 

議  長 教育長。 

教 育 長 

(再答弁) 

熊木議員の再質問にお答えいたします。やはり熊木議員が言われる

ように、この状況の中で、それぞれ皆さん行動に制限が設けられて、

活動がしにくい状況でございます。それで、人と人とのコミュニケー

ションというお話が出ましたけれども、やはり私もですね、教育委員

会の講座なり、各団体の会合に出させていただいても、これをやりた

いんだよねと、皆で集まって一緒にお話をしたいんだよねとか、運動

したいんだよねなどとよく聞いております。本当に大事なことだと思

います。そういったことから教育委員会としましては、これからの町

民の活動できる場として、先に申し上げましたように、ぽろろを中心

として、あるいは社会体育、社会教育施設を活用しながら進めていく

わけですけれども、それぞれその場所で活動されている方などにもア

ンケート調査を実施して、今、皆さんは何をしたいかということを広

く声を拾って、その中でできるものを取り組んでいきたいと。例えば、

先ほどは登山などと申し上げましたけども、そういったいろんな活動

をしていく中で、これを私たちが継続的にやっていきませんかという、

それが一つのサークル活動にもまたつながっていくのかなというふう
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に思っております。そういったことから、町民の声を広く吸い上げな

がら、今後も活動したいと思っております。 

それから、文化サークルといいますか、町内で個人的にいろんな活

動をされている、あるいは技術を持っている方がおられます。先ほど

例に出されましたようにピアノなど、いろんな楽器ができる方、ある

いは民謡を教える方、いろいろいるわけです。そういった方々には、

やはり教育委員会としましても、活動できる場を広く提供していきた

いなと思っております。ですから、そういった例えばですけれども、

音楽的なものであればそれに関係する個人、団体に発表の場をつくっ

ていきたいなと。そういったものを広く町民の方々に見ていただきた

いと。出演される方についても引き続き良く思ってやっていただける

ようにしていきたいと思っているところです。また、文化協会は５０

周年を迎えるにあたって、この長い間感謝を申し上げるところでござ

いますけれども、この文化協会の中でもやはりいろいろな活動が少な

くなってきているのかなと、私も作品展を見て感じました。ただ、こ

のコロナが収束してくれば、またやってみたい、活動したいという方

も出てくると思います。そのようなことの期待を持っているわけでご

ざいますが、中でも、例えば子どもたちへのこれからの文化の伝承と

いうことを考えますと、学校では、俵積み唄や南幌太鼓、南幌音頭な

どといったものを学校行事の中でそれぞれ団体のほうにお願いして発

表していただき、子どもたちもそれを覚えていただくということも行

っております。そういったことで、文化の灯を消さない活動をこれか

らもしてまいりたいというように考えております。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再々質問) 

 

御答弁ありがとうございました。再々質問させていただきます。今、

教育長が言われたように、活動の発表の場というのは本当に見る人も、

自分たちが発表の場にいる人も、やはりそこでいろんな鍛錬をしなが

ら発表していく。それがやっぱりすごい感動を呼ぶものだと思います。

すごく大事なことだなと改めて思います。先ほど、子どもたちへの文

化の伝承ということで今、取り組まれているということで、南幌町の

優れたもの、俵積み唄や南幌太鼓などそういうものが、やっぱり今改

めて日本の文化、そして南幌の文化ということで、それを継承してい

くということは本当に大事だなと思います。それで、いろいろ町内の

多様な技術を持っている方やそういう方のお話など、いろいろ役に立

てて町民を元気にしてほしいという願いの中に、昨年、同僚議員の御

案内で、南幌高校の校長先生のＳＤＧｓの講演というか、高校生向け

のお話を聞きました。その時に目からうろこというか、本当に若者言

葉で高校生に話をして、すごくわかりやすい内容の話だったんですよ

ね。それを聞く機会を得て、こういうものをぜひ町民に、１００人な

どたくさん集めなくても、とにかくこういうことに関心ありませんか

というような講演をしていただくなど、そういうのはすごく良いこと

だなと思いました。以前、南幌町の出身のノーベル賞にという方が、

田んぼで電池の何かそういうお話も聞いたことがあったんですけれど

も、やっぱり普段の生活の中で、全く知り得ないことや接点のないこ
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とで知識などそういうものを身につけるということはすごく大事なこ

とだなと思って、それを町民の宝というか、そういうものにしていく

のがいいのではないかなと、その講演を聞いたときに思ったんですよ

ね。ですから、そういうものを、先ほどアンケートも取られるとおっ

しゃっていましたけれども、やっぱり町民からもこういう町内で活動

している、こういう人の演奏を聞きたいなど、そういうものを出して

いただいて、それを今すぐはできないかもしれないけれども、長期的

なスパンで考えて計画を組んでいくということを取り入れていったら

いいのではないかと本当に思います。 

それから、ぽろろがリニューアルして、郷土資料館の中もいろいろ

展示も変えたりしています。やっぱりその郷土資料館の中で、南幌郷

土誌の会員の方々がやはり日々努力されて研鑽していると思うんです

よね。小学校などは学校の授業などの中で郷土資料館に行って学習す

るということをやられていると思うんですけれども、なかなか町民も、

１回行ったらなかなか行かなくなるというのがあると思うんですよ

ね。それから新しく南幌町に引っ越してこられた方もやはり南幌の歴

史を知るという意味で、何か郷土資料館をめぐるツアーというか、そ

ういうのをやりながら町内の史跡をめぐるなど、そのようなことも新

しい取り組みとして取り入れたらすごくいいのではないかなと感じま

した。それから、ぽろろの図書も少しずつ充実してきていて、昨年も

好評だったお年玉というか新年の企画で、いろんなジャンルのものを

選んで借りるという福袋みたいなものを用意されて、やはりそれも今

回もすごく好評だったと思うんですよね。そういう中で、今、子ども

の図書館の利用や大人の利用などもすごく多くなっていると思うんで

すけれども、今、高齢者ばかりではないですが、音読、声に出して読

むとか、集団でと、そういうのもすごく今は人気というか、それが脳

の活性化などにもつながるということで紹介されています。だから、

その文化というか文学、何かそういうものを知る機会になるというこ

とで、いろいろ提案してあれなんですけれども、そういうこともアン

ケートに寄せられてくれるとすごくいいなと思うんですが、そういう

ことも計画の中で組み入れていってはどうかと思います。あと、町が

開催する講演会など、とにかくコロナによってなかなか収束しなくて、

いろんなことが計画できなくなっていることでは本当に残念に思いま

すし、そこの中で取り組んでおられる教育委員会などいろんな団体が

本当大変苦労しながら、コロナ収束後にはということで、希望を持て

るような計画をそれぞれの団体も組んでいると思います。ですから、

そういう中でいろんなものを組入れながら、ぜひ町民に啓蒙して、参

加を呼びかけるということを引き続きやってほしいと思います。先ほ

どの答弁の中でもありましたけれども、意気込みというかそういうの

がもしあれば伺いたいと思います。 

議  長 教育長。 

教 育 長 

(再々答弁) 

熊木議員の再々質問にお答えいたします。まず南幌高校の関係、最

初に質問がございます。昨年、「南幌学」ということで、改善センター

のほうで高校生が町民に向けての発表の場がございました。なかなか
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コロナ禍の中で参加人数も少なかったかなという気はしております。

改めて南幌高校のほうに、町民に対して学校での活動を発表できる場

をできないかどうか、今一度、学校長と協議させていただきたいと思

います。 

それから、郷土資料の展示関係につきましては、やはり今、この展

示施設、なかなかその更新が難しい状況でございますけれども、昔の

南幌町のビデオなどをホールのほうで今時期を変えながらいろんなビ

デオ上映をしております。そういったことで、昔の南幌町はこういう

町だったんだよということを町民がわかるような形に啓発を今はして

おりまして、少しでも町民の方に、まずは足を運んでいただくことが

大事なのかなと。その中で、郷土資料室をこういうふうにしてはいか

がですかという意見があれば、これもまた教育委員会の中で検討をし

たいと考えてございます。 

最後に私の思いといいますか、今後の考え方をお聞きになられまし

た。コロナ禍で、これまで２年間、本当に各事業や教室、あるいは大

会の中止や縮小など社会教育活動が本当に大きく制限されまして、学

習機会が少なくなっております。このような状況ではありますけれど

も、これからの生涯学習につきましては、さらに、先ほど申し上げま

したＩＣＴを活用しながら、今まで以上に多様な、より多くの町民に

よります対面、あるいは非対面も集い、また学び、そして、孤立する

ことなく社会につながり続けていくことが求められていると思いま

す。コロナの収束が見通せない、閉塞感が漂っている状況だからこそ、

町民の要望にこたえる、新しい集い、学び、あるいはつながりを求め

て、生きがいの持てる人生１００年時代、これに向けた生涯学習活動

をしてまいりたいと考えてございます。 

熊木議員 それでは２問目に移ります。 

気候変動に対する町の対策は。町長に伺います。 

地球の温暖化は極めて深刻な状況で、本町でも毎年豪雨や暴風、猛

暑、今年の大雪被害など異常気象による災害が発生しています。国は

公共施設の脱炭素化の取り組み等の推進として、令和３年１０月に改

訂された地球温暖化対策実行計画において、地方公共団体は政府実行

計画に基づき率先的な取り組みを実施することとし、脱炭素化の取り

組みを計画的に実施できるよう「公共施設等適正管理推進事業費」の

対象事業に新たに「脱炭素化事業」を追加しています。令和４年度か

ら令和７年度の事業期間で地方財政措置を講じるとし、財政措置は地

方債として充当率９０％、財政力に応じて当該負担の３０％～５０％

について交付税措置されるとなっています。 

国連の気候変動に関する会議では、２０３０年までにＣＯ２の削減

を４５％削減し、平均気温の上昇を１．５℃まで抑えることを世界に

呼びかけました。その達成のためにはエネルギー消費量の削減と、二

酸化炭素を排出させない再生可能エネルギーの普及が要となると報告

されています。 

本町では、公共施設の温暖化対策として、あいくるや役場庁舎の改

修に伴い実施されていると思いますが、地球温暖化対策実行計画の内
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容について、次の４点伺います。 

１つ、計画の進捗状況は。 

２つ、本町として２０３０年までの削減目標は何％か。 

３つ、公共施設、街路灯のＬＥＤ化の実現状況は。 

４つ、全町民をあげての気候変動に対する啓発活動などの取り組み

は。 

議  長 町長。 

町  長 気候変動に対する町の対策は、の御質問にお答えします。本町では、

地球温暖化対策の推進に関する法律の規定に基づき、平成１９年１月

に事務及び事業の実施に関する「南幌町地球温暖化対策実行計画」を

策定し、現在は、令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間

とする、第４次計画の取組を進めています。１点目及び２点目の御質

問については、本計画における、二酸化炭素の削減に向けた省エネル

ギーや省資源の取組の実践のほか、保健福祉総合センターへの太陽光

発電システムの設置、役場庁舎への地中熱ヒートポンプシステムの導

入、公用車のハイブリッド自動車への更新など、公共施設の省エネル

ギー化を図っています。現計画では、削減目標を令和７年度までに、

基準年度の平成１７年度に対して、２２％としています。現在、国で

は地方公共団体実行計画策定・実施マニュアルの作成を進めているこ

とから、本町においても、国・道の実行計画に即した、計画期間・削

減目標などを定めるため、第４次計画の改訂を行ってまいります。 

３点目の御質問については、公共施設は、役場庁舎、生涯学習セン

ター、ふるさと物産館、小学校体育館、中学校、改善センター多目的

ホール、保健福祉総合センターのＬＥＤ化を行っています。街路灯に

ついては、本年度、現状把握と交換の方向性を調査する、道路附属物

ストック点検業務を実施し、令和５年度に町道に設置している街路灯

のＬＥＤ化工事を予定しています。 

４点目の御質問については、毎年度、本計画の取組の進捗状況を公

表しているほか、地球温暖化対策に向けた取組として、家庭における

低公害車や省エネ家電の購入、太陽光発電による再生可能エネルギー

の導入などが期待されており、無理なくできる省エネ行動の実践に向

けて、啓発を行ってまいります。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 再質問させていただきます。計画については実施しているというこ

とで、第４次計画の取り組みを進めているということでした。第４次

計画は、いつまでに策定ということでもう期限を切っているのか、そ

れ１点伺います。 

また、役場庁舎等の庁舎改修に伴って地中熱ポンプなど、そういう

のを入れましたけれども、あいくるや公共施設の中でエネルギーの削

減というか、そういうのを導入することによってどれぐらい数字的に

効果があったのか、それがもしわかれば、それもお答えいただきたい

と思います。 

これに関連してというか、本当に猛暑、それから昨年の夏もすごく

暑くて、本当に温暖化によっていろいろ気候も変わってきています。
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今年でいうと２月２０日、大雪とホワイトアウトになって大変な状況

が生まれていました。その中でも、すごく今年は変化しているなと思

うのは、町民にスマホなどを使って、いろいろ案内をいただいている、

交通のことで運行などが示されて、やっぱりそれによって札幌に通勤

などという方も本当に助かっていると思います。２月２０日のことで

言いますと、夜に通行止めになったという状況が生まれました、本当

に札幌から戻ってくる方が、町内に入ってから本当に一歩も動けない

ような状態になって、例えばセブンイレブンの駐車場で朝まで過ごす

などということも生まれたようです。その時にすごく思ったのは、そ

れは今年だけの問題ではなくて、今後やっぱりこの異常気象の中で毎

年のように続いていくのではないかなと感じました。それで集中豪雨

やそういう中、そういう時に、例えば役場やあいくる、公共施設のと

ころに臨時避難場所みたいなものをやっぱり緊急に設ける必要があっ

たのではないかなと思います。今回の２月２０日の大雪のときに、そ

ういうような場所が設けられれば、例えば町内の自宅に一度車を置い

て帰って、除雪をしてまた戻ってきてということもできるのではない

かと思います。また電源の補給など何かそういうことにも、いろいろ

な災害が起きたときに、いろんな計画も組んでいらっしゃいますし、

庁舎の中でも職員によるそういう訓練などもされていると思いますけ

れども、改めてそういうこと、今後避難場所を設けるなどということ

をやられるべきと思うんですけれども、それについてはどのようにお

考えか伺います。あと除雪のことでいうと、本当に南幌町内は除雪が

行き届いていて、江別や北広島から帰ってこられた方が南幌町に入っ

てほっとするという声を本当にたくさん、いろんな方から聞かれます。

それはやっぱり町の誇りというか、誇りに思えることだと思うので、

さらにそれに追加する形でぜひ検討すべきだと思います。 

それから、私は４番目に、全町民をあげて気候変動に対する啓発活

動などの取り組みはと質問しました。町長の御答弁の中で、太陽光や

低公害車の省エネ家電の導入などで、無理なく省エネ行動の実践に向

けて啓発するように行います、と先ほど答弁いただきました。私は官

民あげてというか、役場庁舎など公共のところでやれることと、また

一人ひとりがどういう形でこれに取り組んでいくのかということをも

っと積極的に啓発する必要があると思います。いろいろ講演会や、身

近な、例えば小学生はごみのことで、ごみの分別というか、そういう

ものも３町の公衆衛生組合の中でずっと取り組まれていて、それも学

校の授業の中で、何年生だったか４年生だったかな、いろいろそれを

学習するという機会もあったように思うんですけれども、そういうと

ころからも町民がそれこそ無理なくできるような活動ということをも

う少し町のほうで提起して広げていくということが大事ではないかな

と思うので、その辺の考えをちょっともう少し伺いたいと思います。 

議  長 町長。 

町  長 熊木議員より４点ほど御質問があったと思います。まず２点目の削

減額につきまして、先に担当課長からお答えしまして、後ほど私のほ

うから御答弁をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い
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いたします。 

議  長 住民課長。 

住民課長 ただいまの御質問の２点目の庁舎改修及びあいくるのＬＥＤ化の改

修工事に伴います削減効果の見込みでございますけれども、役場庁舎

につきましては令和３年１月に改修工事を完成しておりまして、ＣＯ

２の削減量といたしましては５８％を見込んでいるところでございま

す。また、本年度あいくるで実施しております照明のＬＥＤ化工事の

電気料の削減見込みでございますけれども、こちらは施工事業者の試

算ではありますけれども、７１．２％の電気量の削減を見込んでいる

ところでございます。以上です。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

それでは熊木議員の再質問にお答えさせていただきます。まずは、

計画の改訂でございますけれども、今第４次の取り組みを行ってござ

いますけれども、これから国の市町村の計画策定マニュアルが作成さ

れてきます。それを踏まえまして、令和４年度中に改訂を行いたいと

いう考えでございます。 

また、３点目の災害時の関係でございますけれども、２月、大変な

大雪でございました。皆さんも大変な影響、御心配もあったかと思い

ます。この大雪につきましては、２月２１日、２月２２日、２月２３

日の３日間ということで私はとらえてございますけども、災害級の大

雪でございまして、国道の除雪も止まりました。道道も同じでござい

ます。町道のほうについてもほとんど入っていけないと、国道と道道

が開かないものですから入っていけないというような状況でございま

して、そのような時になかなか避難場の体制は取れないのではないか

なということで、そのような長期化する場合ということになれば、ま

たそのようなことは事情にあわせて、そういう避難場の体制について

は設置していかなくてはならないかと思いますけれども、今回につき

ましてはそういうような状況でございました。 

また、町民の取り組みでございますけれども、今後国の実行計画、

また北海道のゼロカーボン、北海道の取り組みが加速されてこようか

と思います。その啓発にあわせまして、町民皆さまの気候変動に対す

る理解が深まるような啓発に努めてまいりたいと。特に、道、今現在

町独自の取組は予定してございませんけれども、今後それらの動きに

あわせつつ、先進事例などを踏まえ、検討してまいりたいと考えてご

ざいます。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再々質問) 

再々質問を行います。ただいま町長答弁いただきました。課長のほ

うからも答弁いただきまして、庁舎改修によってＣＯ２の削減なども

数値を出していただきました。やっぱり改修したことによって、ちょ

っとずつ目標に近づいていくということでは、やはり今後も引き続き

続けていただきたいと思います。 

３点目に質問した大雪の避難場所ということについて、全てが止ま

っている中で難しいのではないかと、そういうような御答弁だったと

思うんですけれども、やはり見通しというか、ＪＲなども前もって計
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画で止めるなどということがありましたけれども、やはりそういう状

況を踏まえながら、やっぱり１カ所でも避難場所を確保するというこ

とは、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。やっぱり町民の安全、

ホワイトアウトの時にどうしようもなくて運転して事故になったりと

ことがすごくありますし、２０日の夜はいろんな、ローソンの場所も

止まっていたり、車が落ちていたりということが何カ所も見られたよ

うです。そういうところに、やっぱり危険を伴うことなので、何とか

その場所を確保するということを引き続き検討していただきたいと思

います。 

それから、町民に啓蒙するというところでは、いろんな学習会など、

そういうものが民間でも取り組まれています。新聞などにも、気候変

動を重視している若者世代のいろんな活動も紹介されています。です

から、楽しく何か学んで気候変動を考えていくというような、そうい

う講演などを計画するということが大事ではないかなと思います。ま

た後期基本計画の中に、環境を意識した循環型社会の形成で、農業残

渣の活用など、地域循環システム構築を検討するというふうにありま

すけれども、これはどれぐらいの期間の計画で、その農業残渣もいろ

いろあると思うんですけども、その辺のところもちょっと具体的にお

答えいただきたいと思います。そのことも含めて、やっぱり今後の計

画の中に地球変動に対する町の姿勢というのが示されていくと思うの

で、その辺の町長の考えというものを伺いたいと思います。 

町  長 

(再々答弁) 

１点目の避難場の開設につきましては、果たして避難場を開設でき

るような状況であったのかどうなのか、まずそのことと、果たして避

難所を開設することによって、安全確保が相対的に見て高まるのかど

うなのか、その辺のことをしっかり考えなければならないのかなとい

うように考えてございます。 

２点目の講演会など町民の啓発運動でございますけども、これにつ

きましては先ほど申し上げたように、先進事例などを含めまして、第

４次計画も改訂されますので、それにあわせて検討してまいりたいと

考えてございます。農業残渣につきましては、現在、うちの町では稲

わらペレットというような形で進めてまいりましたが、現在南幌温泉

のボイラーについては休止をしてございます。維持管理、熱効率、費

用対効果、または民間企業における技術開発などの問題がございまし

て、現在は稼働は休止をしてございますけれども、しかし実用化に向

けた調査研究につきましては、引き続き北海道大学のほうにお願いを

している状況でございまして、今後その進捗などを見極めてまいりた

いと考えてございます。 

議  長 以上で、熊木 惠子議員の一般質問を終わります。 

ここで、場内時計で１０時５０分まで休憩をしたいと思います。 

（午前１０時３８分） 

（午前１０時５０分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 
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一般質問を続けます。 

２番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 まず、町長に１点目は質問させていただきます。都市計画マスター

プランから見たまちづくりの考えは。南幌町都市計画マスタープラン

は、土地利用や都市施設などの整備方針を示すものとして令和４年度

から令和２３年度までの計画期間としています。 

これまで、みどり野団地は充実した都市施設と、良質な住環境とし

て整備されてきましたが、団地の開発後、半世紀近く経過し、人口減

少や少子高齢化が進み将来的には超高齢化、生産人口の減少が想定さ

れています。しかし、近年、道央圏連絡道路の開通や誘客交流拠点施

設、北広島ボールパーク施設が開業予定となり、今後は新たな産業や

人口の転入増加を見据えたまちづくりへの対応が求められています。 

本町では１５歳から６４歳までの生産人口の割合は２０００年の６

３％から２０４５年には３１％に減少するといわれています。特に町

内での就業者のうち町外からの通勤者は１，０６６人おり、原因の一

つに本町は周辺市町に比べ、民営借家が少ないため町内で働く多くの

若者が町外から通勤していることが原因と考えられます。私は、平成

２６年第３回定例会において、若者賃貸住宅助成制度についての質問

をし、「今後想定される戸建住宅の賃貸住宅化など、同じ賃貸住宅への

支援事業であり、本町の住宅特性に合った支援策を次期総合計画策定

時の公営住宅の建設計画とあわせて検討を考えていく」と答弁をいた

だきました。 

今回の都市計画マスタープランでは、未造成地を活用した企業立地

に向け見直しを行い、これからのまちづくりに向けて検討を進めると

あります。新たな雇用の確保と民間賃貸住宅のための未造成地活用に

向けた取り組みを検討していますが、本町で働く若い方達が職住近接

を希望し、安心して定住していただくためには、より踏み込んだ支援

も必要と考えますが、町の考えを伺います。 

１、町内で就業している若者世代に向けた、本町への定住に向けた

意識調査はどのように行われたのか。 

２点目、賃貸住宅への支援策について、これまでの検討経緯と今後

の支援策の考えは。 

議  長 町長。 

町  長 都市計画マスタープランから見たまちづくりの考え方は、の御質問

にお答えします。今回の都市計画マスタープランの改訂は、道住宅供

給公社及び町の未利用地について、新たな住宅団地造成などが見込め

ないことから、道央圏連絡道路の開通や北海道ボールパークの開業な

どを見据え、働く場所と住む場所を提供する職住近接エリアとして、

用途地域の変更を行うものです。１点目の御質問については、町内で

就業している方への定住に向けた意識調査は行っていません。 

２点目の御質問については、第６期総合計画に合わせて策定した、

南幌町住生活基本計画において、子育て・若年世帯で民間住宅に入居

する世帯に対し、家賃補助を行うことを検討しましたが、平成２８年

度から、子育て世代住宅建築費助成事業を進め、現在まで１４０件の
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申請があり、これらの状況から、昨今の戸建住宅建設の動向が強まっ

ていることや、町営住宅及び民間賃貸住宅の空き室が５６戸と増加傾

向にあること、町営住宅の浴室改修、新たに、中古住宅購入助成事業、

空き家等解体事業を実施し、住宅環境の整備に取り組むため、賃貸住

宅への支援は考えていません。また、都市計画マスタープランにおけ

る、道住宅供給公社及び町の未利用地を活用した職住近接エリアにつ

いては、今後、準工業用地と第１種専用住居用地として造成するため、

道住宅供給公社と協議を進めてまいります。 

議  長 ２番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 

(再質問) 

再質問させていただきます。ただいまの御答弁で、町内での就業者

への調査はしていないというお答えでございました。それで、今回の

都市計画マスタープランの見直しでは、賃貸住宅に関して町の現状を

おさえて、このようにありました。これはあくまでも令和２年の国勢

調査を踏まえての町の考え方だと思うんですけれども、本町では民営

借家の割合が周辺市町の中で最も小さい。若い世代の就労層に必要な

民間賃貸住宅が少ないことが、本町での周辺からの通勤者が多い要因

としている。また、定住促進のためには、戸建て住宅のほかにも賃貸

住宅や高齢者用の集合住宅など誘導する必要があるとありました。私

も、確かにこのとおりだと思います。しかし、このようなことを前提

に、本当に本町で働く若い方たちが本当に南幌に住みたいと思うには

本当に何が必要なのか、何を町に求めているのか、そしてどんなふう

に住みたいのかということを知らなければ、移住につながらないと思

うんですね。そういうことで町として、より踏み込んだ意識調査の考

えを伺います。 

それと、このたび民間賃貸住宅などを建てるための用地を御検討さ

れております。私も、若い世代の転入を図るための施策として大変期

待しているところでございます。ただ、用地がありますよ。業者の皆

さん賃貸住宅を建ててくださいというだけでは、なかなか難しいので

はないかと思います。これから発展するチャンスのある町であります

し、この時期でもございます。そういうことを考えると、やはり転入

するきっかけづくりが必要ではないかなと思っております。それで先

ほどの御答弁にもありましたけれども、家賃の助成制度、これは以前

にも私、一般質問をさせていただいたんですけれども、検討いただい

たということで、大変うれしく思っております。でも、しかし、その

新しい政策、今回新しい政策として中古住宅購入助成事業、空き家解

体事業ですか、それをするということで、今回は賃貸住宅はできない

という、そういうお話でしたけれども、町としても賃貸住宅が必要だ

と御理解いただいているのではないかなと思っています。それで、今

後賃貸への支援策は、町長としてどのように考えておられるのか。 

それともう１点御提案したいのが、引っ越し費用の助成です。家賃

の助成は毎月かかるものですが、引っ越し費用の助成は引っ越してこ

られた時に引っ越し費用の負担分を助成するということで、そういう

方法で、賃貸で住みたい人への支援策ということもあるのではないか

なというふうに考えております。今回のマスタープランにも、若い人
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たちが入る賃貸住宅が少ないといわれているわけです。家を建てるま

では行かないけれども、職場の近くで住みたい。特に今年は大雪でし

た。そういうところで、会社の近くに住みたいなと思われた方もいた

のではないかと思います。そういう部分で、町長の考えを伺います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

佐藤議員の再質問にお答えをさせていただきます。若い世代の意識

調査、特に町外から通ってこられる就業者の方への意識調査につきま

しては、現状ではしてございませんが、これから用途変更にあわせて

工業地域または住居用地の調整の段階に入っていく段階において、そ

れらの調査を実施してまいりたいなというふうに考えてございます。 

２点目、３点目の賃貸住宅の支援、あとは引っ越し等の助成でござ

いますけれども、現在、町内の公営住宅、または民間アパートの空き

室の状況でございますけども、現状では、子育て支援住宅で１戸、公

営住宅で７戸、民間アパートで４８戸、全５６戸でございます。昨年

に比べて空室は増えている状況でございまして、ほかにも現在、道営

住宅で２戸が空室となっているような状況でございます。それで近年

の住環境整備事業といいますか、町の取り組みでございますけども、

移住定住を含めたものでございますけども、まずは栄町の公営住宅の

大規模改修、これは平成２８年から令和２年の５年間において全６棟、

７２戸で実施してまいりました。また、答弁させていただきましたと

おり、子育て世代住宅建築助成事業でございますけども、これにつき

ましては平成２８年から最大２００万円の助成で、延べ１４０件の申

請に至っているところでございます。また、住宅リフォーム助成事業

につきましては平成２７年から実施をしまして最大３０万円の助成、

現在まで全２５７戸で実施をしているところございます。また栄町の

公営住宅の浴槽のユニット化ということで、これにつきましては令和

２年度より実施をしまして、本年度は４戸を予定してございます。含

めまして、全１２戸のユニット化が図られる予定でございます。また、

今年度から新たな新規事業としましては、移住体験住宅の整備、これ

につきましては２棟分の実施設計、建築工事を予定してございます。

さらに中古住宅の購入助成、これにつきましても本年度から１件あた

り最大２５万円を予定してございます。また、空き家等の解体住宅の

助成、これも本年度から１件あたり１５万円を予定してございます。

それに次期計画としましては、夕張太地区の公営住宅の大規模改修、

これにつきましては、令和６年、７年で２棟、全２４戸を予定してご

ざいます。以上、住環境については、このような近年の状況でござい

ます。 

賃貸住宅の支援につきましては、現状においては、みどり野団地の

販売促進、これに努めたいと。その促進事業としまして、移住体験住

宅及び中古住宅の助成を進めてまいりたいと考えております。現在住

まわれている方の住環境整備としましては、住宅リフォーム整備、ま

たは公営住宅の住環境の整備というような形で予定をしてございま

す。民間賃貸住宅の支援につきましては、方策の一つであることは認

識してございますけども、これらを全て行うことはなかなか財政的に
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厳しい状況でございます。また本年度から保育士等の就労事業という

ことで保育士を確保するための事業でございますけども、町内に居住

される方は２万円、町外に居住される方は１万円ということで、住居

手当等を想定した助成を予定しているところでございます。いずれに

いたしましても、未造成地の活用についてはまだ具体的な協議が残さ

れてございます。それらが円滑に進むように努めてまいりたいと考え

てございます。 

議  長 ２番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 

(再々質問) 

 

再々質問させていただきます。最初の調査ですけれども、調査して

いただけるということで大変うれしく思っております。町内就業者で

すけれども、南幌町で働いている方のうち、ほかの町外から通勤者の

割合ですが、国勢調査の中では１，０６６人と出ておりました。その

中で特に札幌市が３００人、江別市が３３４人、北広島市が１００人、

岩見沢市が１６４人と、本当に近隣市町村、すぐ近くの近隣市町村か

らやはりたくさん来られているわけです。ぜひその調査の中で、どう

したらこの町にその方たちが来ていただけるかということを本当に考

えていただいて、調査していただきたいなと思います。 

それで、先ほど町長もお話しがありました、賃貸また公営住宅もあ

わせて賃貸住宅の施策を一生懸命考えてやっていただいているという

ことは承知いたしました。その中で、今回のこの都市計画マスタープ

ランの見直しの中で、現在住んでいる８５．８％の持ち家の多くの方々

が高齢者になって、２０４０年には高齢者人口がおよそ６３％になる

という、そういう予想が出ています、本当に６３％になるということ

で。今、単身の若い方たちが、本当にこの町に魅力をもって住みたい

という、そういう方たちが、本当に今の若い人たちが、お店があって

にぎやかで便利なところだけがいいという、そういう若者たちだけで

はないという話であります。郊外であっても、本当に自分の生活スタ

イルにあって、魅力ある町を求めている方たちも多いと調査にはあり

ました。以前の私の一般質問で、今後一般賃貸住宅とあわせて公営住

宅も計画とあわせて検討していくという御答弁をいただいて、今、町

長のお話を聞きまして、公営住宅もあわせていろいろ考えていただけ

るのだなということもありましたけれども、たくさんあっても、入っ

ていただかなければ定住にはつながらない、移住にはつながらないと

思いますので、やはり何が南幌の魅力なのかということをアピールし

ながら、ぜひ進めていただきたいなと思います。それで、今、先ほど

町長の話もありましたけれども、その空き家になっている公住、何年

も空室になっている公住もあります。そういうところに若い単身者が

入ってこられるように、いろんな条例などもあると思うんですけれど

も、今若い人単身者でも空いているところに入ってこられるような仕

組みづくりをつくっていただいたり、それと、以前から子育て対象の

公営住宅の建設予定地として確保してある中学校グラウンドの横の用

地があると思うんですけれども、そこのところも今後の展望などをお

伺いしたいと思います。 

議  長 町長。 
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町  長 

(再々答弁) 

佐藤議員の再々質問にお答えいたします。意識調査につきましては、

そのような形で実のある意識調査に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

公営住宅の単身者世帯の入居につきましては、公営住宅のほうがご

ざいますので、そちらにちょっと抵触するのかなと考えてございます

が、いずれにしても若い世代が入っていただけるように、また空室が

解消されますように、今、浴槽のユニット化を含めた環境整備を順次

行ってございますので、それにつきましては、また継続していく予定

でございますので、そういうことで御理解をいただきたいと思います。 

また、先ほど申し上げました、夕張太地区の大規模改修も進めてま

いる予定でございますので、こちらのほうにつきましては郊外です、

郊外といいますか、そういう言い方が果たして適当かどうかわかりま

せんけども、郊外への賃貸住宅についてはなかなか民間誘導するとし

ても難しいかと思います。そんなこともあわせまして、民間賃貸住宅

の建設が進みますように、町の賑わい、そして市街地の活性化に努め

ていきたいというように考えてございます。 

あと、中学校横の公営住宅用地でございますけれども、現状、話が

進展していないのが実情でございます。公営住宅の新たな整備につき

ましても、そのような方向で行きますように、まちづくり、賑わい、

活性化を含めて、そのようなことに進んでいきますようにまちづくり

に努めてまいりたいと考えてございますので、御理解いただけますよ

うお願い申し上げます。 

佐藤議員 それでは次に進みたいと思います。 

教育長にお伺いいたします。ヤングケアラーについて今後の取り組

みは。近年の社会が抱える重要課題の一つとしてヤングケアラーがあ

ります。ヤングケアラーとは介護、うつ病や精神疾患などを持つ家族

の世話、サポートなどを行っている１８歳未満の子どもたちのことを

いいます。これは、家族の手伝いの域を超えた過度な負担が学業や本

人の健康、友人関係、将来の進路にも影響を及ぼすとも指摘されてお

り、２０２０年度に国が初めて実施した実態調査では、中学生の１７

人に１人、高校生の２４人に１人がヤングケアラーとして暮らしの身

近にいることが明らかになりました。周囲の目には思いやりのある子

として映り、深刻な実態に気が付かず、孤立を深めるケースがあると

いわれています。また、悩んでいても家庭内での問題を友人や外部の

関係者に相談することができず、表面化しにくいともいわれています。

ヤングケアラーの特徴の一つには、周囲の無理解や思春期の恥ずかし

さなどから、外部に自分のことを伝えることができず、孤立しがちに

なることです。本町では誰もが笑顔で暮らせるまちづくりを掲げてい

ます。そのためには、ヤングケアラーの早期発見に努め、子どもたち

に正しい認識を持っていただくことが大事であり、学校の役割は大変

重要と考えますが、教育長に２点伺います。 

１、これまでにヤングケアラーの実態調査はされているのか。 

２、ヤングケアラーについての考えと今後の取り組みは。 

議  長 教育長。 
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教 育 長 ヤングケアラーについて今後の取り組みは、の御質問にお答えしま

す。１点目の御質問については、本町の小中学校において、町独自で、

ヤングケアラーに関しての実態調査は実施していませんが、令和３年

８月に北海道及び北海道教育委員会が公立中学校第２学年及び公立高

等学校第２学年を対象に実施した「中高生の生活実態に関するアンケ

ート調査」において、公立中学校第２学年でヤングケアラーという言

葉の認知度が９．６％、ヤングケアラーの割合が３．９％などの結果

が報告されています。 

２点目の御質問については、学校においては、家事や家族の世話な

どを日常的に行っているために登校できない、友達と遊ぶ時間がない

などの悩みについて相談を受けるなどの事例はありませんが、子ども

自身がそのような状況に気付いていなかったり、不安や不満を抱えて

いても言い出せない状況もあるのではないかと思われます。このこと

から、学校において早期把握や適切な支援が行える環境をつくるため、

国や北海道の今後の動向を注視し、ヤングケアラーの正しい理解が進

むよう指導に取り組んでまいります。 

議  長 ２番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 

(再質問) 

ただいまも御答弁いただきましたけれども、北海道においても令和

３年９月にヤングケアラーについて、道内の公立の中高校生５万人を

対象にして調査を行ったということで、その中で特に私が気になった

ことが、中高生の８割以上がヤングケアラーということについて聞い

たことがないという回答がありました。そのヤングケアラーという言

葉を知ったきっかけは６割がテレビや新聞、最初にテレビや新聞とい

うことでした。特に最初に小学生の子どもが、ケアラーを一番最初に

したのはいつですかという項目に、７割が小学生からヤングケアラー

として経験しているというお話でした。そういうことを考えると、や

はり早期に発見して適切な支援につなげるためにも、その子ども自身

はもちろんですけれども、周囲の大人も含めてヤングケアラーの啓発

活動がとても重要になってくると思います。そういう部分で、本町と

してはどのような形で啓発活動をされようと考えておられるのか聞き

たいと思います。それで、先ほど申しましたように、今回の北海道の

調査では小学校の調査は対象になっていませんでした。小学校からの

調査は、私は必要だと感じています。小学生でも病気の家族の面倒を

見たり、周りの大人から、いい子だね、親孝行だねというふうに褒め

られると、それが当たり前なんだと自分に聞かせてしまって、自分の

置かれている状態や環境に我慢してしまっていると、そのようにも言

われております。本当に低学年からの認識が必要ではないかというふ

うに考えておりますが、そこのところもお聞きいたします。 

それで、授業としては、小学生、中学生は学校教育の中で調査でき

るんですけれども、１８歳までの方、町内に南幌高校がありますけれ

ども在住している生徒は少ないというわけでありまして、１８歳まで

の調査をどのようにお考えになっているかということをお聞きしたい

と思います。 

それと今後の取り組みですけれども、ヤングケアラーがなかなか見
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えない部分として、だけれどもすごく大事なんだという、そういう状

況の中で、どちらかというと、今までこれまでヤングケアラーの対応

の窓口がはっきりしていないという状況だったようです。それぞれの

部署、教育部署、保健福祉部署、いろんな部署が自分たちの管轄に本

当に当てはまっているのだろうかわからないと。そのまま必要な支援

を遅らせていたということがほかの自治体の調査でもわかってきまし

た。私も今回調べるときに、このヤングケアラー、町の総合計画や保

健福祉計画、教育計画などにもヤングケアラーに該当する項目がなく、

正直どこの部署に相談したらいいのかなというところでございました

けれども、やはり子どもに直接関わって教育視点で子どもの健康生活

を守るというところ、そういう認識に立って今回教育長にお伺いをい

たしました。この問題はさまざまな背景があって、不登校や引きこも

り、またいじめにつながる、その可能性も考えられております。一人

で悩んでいる子どもや、家族がどこに相談していいかわからないとい

うことがないように、それにはやはり学校現場の協力と教育委員会の

積極的な関与が必要ではないかと私は感じております。まず、今後国

や道からいろんな指導もあるとは思いますけれども、まず教育委員会

が先頭に立って、地域包括や地域の行政機関とこれまで以上に連携を

強化していただきたいと思いますが、この３点お伺いいたします。 

議  長 教育長。 

教 育 長 

(再答弁) 

 

佐藤議員の再質問にお答えします。このヤングケアラーの問題につ

きましては、国、厚生労働省、あるいは文部科学省でまだ始まったば

かりだと私は認識しております。それで、まず北海道ですけれども、

北海道では昨年度のアンケート結果を受け、鈴木知事が、令和３年第

３回道議会定例会におきまして、「北海道としての取り組みを、ヤング

ケアラーに関する認知度を高め、基本理念や道の責務、関係機関の役

割を内容としたケアラーを支援していくための条例を令和４年４月か

ら施行したい」というふうに、まずは述べております。また、道教育

委員会の倉本教育長は同じく、「ヤングケアラーの支援につきまして、

ヤングケアラーだと思われる生徒に対する学校、関係機関が連携した

支援が十分でないとの課題が明らかになり、北海道教育委員会として、

関係部局との連携会議を活用して、学校と福祉、介護、医療等の関係

機関が連携した支援体制を構築するよう取り組む」というふうに述べ

ております。ということから、まだ北海道教育委員会から私どものほ

うに、ヤングケアラーについての具体的な通知等はまだ入ってきてお

りませんので、今後取り組む内容等につきましては、その通知を見な

がらまずは判断をさせていただきたいと思います。先ほど小学校の関

係をお話しされておりますけれども、これも同じく、今月３日の第１

回都議会定例会におきまして、倉本教育長は、中高生のみならず、知

事部局と連携して、小学生を対象とした実態調査を行う考えを示して

おります。こういったことから、令和４年度につきましては、中高生

のほかに小学生も対象になるというふうに認識をしております。 

最後に御質問いただきました高校生の関係につきましては、義務教

育ではございませんので、私のほうからどうするという答弁は差し控
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えさせていただきたいと思いますし、また、小中学校での対応につき

ましては、やはり教職員、これは全教職員が子どもの日常行動をよく

観察し、そして子どもの異変にすばやく気づきながら学校内での情報

共有、あるいはスクールカウンセラーにつなげる、状況によっては、

町の保健福祉部局とも連携を図るといった形で進めてまいりたいとい

うように考えております。 

議  長 ２番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 大変ありがとうございました。ぜひ、取り進めていただきたいと思

います。最後に、先ほど１８歳ということで、１８歳の対応部分を町

長にお聞きしたいですが、よろしいでしょうか。 

議  長 保健福祉課長。 

保健福祉課長 １８歳までの、いわゆる高校生の部分でございますが、国におきま

しても、厚生労働省と文部科学省の副大臣を共同議長といたします、

ヤングケアラーの支援に向けた福祉、介護、医療、教育の連携プロジ

ェクト会議を開催しております。その中で、まだ報告の段階の文書で

ございますが、２０２２年度から２０２４年度までの３年間、この３

年間をヤングケアラー認知度向上の集中取組期間といたしたいという

ことで報告がまいっております。ですから、広報媒体の作成、あと全

国的なフォーラム、そういったものにおきまして社会全体の認知度を

調査すると。そして、中高生の認知度の目標を５割に持っていきたい

というふうな報告がでております。この３年間で、認知度は高まって

いくのではないかなというふうには考えておりますが、保健部局とい

たしましては、なかなか高校生の調査というのは難しいものがござい

ます。ただ、私どもの方では高齢者、障がい者、子どもに関するサー

ビスの提供を行っておりますので、各職種にこれからそういったヤン

グケアラーの話題について研修を深めまして、そういう方が御家庭に

いる場合については、私どものほうでサービスの内容等の検討をして

まいるということで対応をしていきたいと考えております。以上です。 

議  長 以上で、佐藤 妙子議員の一般質問を終わります。 

次に、４番 西股 裕司議員。 

西股議員 私のほうからは、町長に１問質問させていただきます。公園施設の

維持管理について。公園長寿命化整備計画案が示され、令和３年から

令和１２年までの１０年間で実施することを目標とし、整備は少子高

齢化による公園の利用ニーズ変化への対応、増加する公園修繕費用の

抑制を考慮し、幅広い世代に安全で安心して利用が可能な公園整備を

行う方針となっています。 

基本的な考えでは、公園の利用度・重要度を考慮し、中央公園を南

幌町の核となる公園と位置づけし、優先度を高く設定しています。そ

の他の公園については、遊具の有無などをグループ分けして整備、施

設の劣化状況や活用事業などにより整備順が前後するとありました。 

現在の公園に設置されている遊戯施設の８５％は、補修等が必要な

施設との調査結果を受け、遊戯施設の更新等を計画しているが、長寿

命化させる柱となるのは遊戯施設の点検や日々のメンテナンスが必要

ではと考えます。 
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今回の計画を見るとき、更新していくことがメインで、長く利用す

るための方策は示されていません。 

施設を維持していくため、長く利用できる施設を整備していくため

には、どのように点検等に取り組んでいくのか、計画的に組み込む必

要があるのではと考えるが町長の考えを伺います。 

議  長 町長。 

町  長 公園施設の維持管理についての御質問にお答えします。公園長寿命

化整備計画は、早期に修繕などの対策が必要な施設の計画的な整備を

目的に策定しています。 

公園施設の整備は、令和４年度より順次進めてまいりますが、計画

以外の施設については、指定管理者と連携を図り、長く利用していた

だける公園の維持管理に努めてまいります。 

また、施設の点検等については、毎年、専門業者による法定点検や、

指定管理者による定期的な点検・修繕などを継続して実施するととも

に、計画的にメンテナンスが行われるよう、公園担当課による定期的

なパトロールと、指定管理者選定幹事会による現地の確認調査の実施

など、維持管理体制の強化を図ってまいります。 

議  長 ４番 西股 裕司議員。 

西股議員 

(再質問) 

再質問させていただきます。先ほど述べたとおり、通告書のとおり

８５％が今まで放置されていたと、ほとんど見ているとやはり修理が

必要だということなので、これを早急にやるといっても一気にできる

ようなものでありません。その中ではテープで貼って使えないような

遊具をたくさん出すというのは非常にどうなのかなというふうに思い

ます。今回の回答の中では力を入れてやっていくということなので、

それを期待するわけですが、町長は令和４年度の町政執行方針の中で、

子育て世代の移住につなげる事業に力を入れるとあります。公園の整

備というのは、その中では移住につながる重要な事業ではないかなと

いうふうに思いますので、十分力を入れてやっていただきたいと思い

ます。 

その中で何点かちょっと言わせていただきたいですが。地域の活動

を支援するまちづくり活動支援事業や協働による自立したまちづくり

を推進する、町民のまちづくり活動や行政区・町内会活動の支援を活

用できるか。こういうようなものを活用しながら公園の整備を、整備

というか軽い有償ボランティアみたいな形で、こういうところに取り

組んではどうなのかと。それともう一つ、高齢者が元気で暮らせる生

きがいづくりという項目があるわけですが、地域共生社会の実現を目

指すとありますので、認知症高齢者に対しても優しい地域づくりを目

指そうという考えが出ております。現在、５人に１人が認知症になる

と言われている現在でございますので、認知症になっても、人生をエ

ンジョイして脳を活性化することは、薬以上の効果があるという実証

研究結果が示されております。公園の清掃やそういうようなメンテナ

ンスのところの一部をそういう方に有償のボランティアでもいいです

ので、取り組んでいただいた中で進めることで地域とのつながりを持

てると。そうすると、認知症が改善され、日常生活が維持される実証
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というのも報告されております。そういうようないろんな形の、業者

等にいろいろ頼るだけでなくて、そういう町の人たちを活用しながら

の事業の実現に向けた取り組みということをつなげてほしいなという

ふうに思っております。少しでも早く黄色いテープがなくなって、子

どもたちが遊べる施設を数多くできるような形で進めていただきたい

ということで、これらの考えについても町長のお考えを聞かせていた

だきたいと思います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

議員御指摘のとおり、日々の管理メンテナンスが最も重要であると

考えてございます。指定管理者によります点検修繕が基本でございま

すけども、管理マニュアルなどを作成の上、しっかり履行されますよ

う、まずは担当課で定期的なパトロールを行ってまいりたいと考えて

ございます。加えて、町の指定管理者の選定幹事会において、適宜、

現地の調査などを行いまして、その管理体制の強化を図ってまいりた

いと考えております。 

なお、認知症などの方の活用につきましては、なかなかハードルが

高いのとあわせて対象者が限定的でございます。協働のまちづくりを

進めるうえで、そのような活動が増えてくることは大変望ましいこと

であると考えておりますけども、以前、まちづくり活動事業を活用し

て、ある町内会がゴミボックスの塗装をしたと、そういう活動もござ

いました。そのような活動の幅が広がり、取り組んでいただけるよう

な、そういうような機運づくり、啓発に努めてまいりたいというよう

に考えてございます。いずれにしても、そのような町民のボランティ

ア、有償であれ、無償であれ、行政側のほうからお願いすることは難

しい面もございますけれども、それらの機運、取り組みが広がってい

くように、日ごろの啓発、取り組みに努めていきたいというふうに考

えてございます。 

議  長 ４版 西股 裕司議員。 

西股議員 

(再々質問) 

再々質問させていただきます。認知症の方に直接的にやるという話

ではなくて、これはグループホームなど、そういうところに、こうい

うことはできないだろうかという話をしてもいいのではないだろうか

と。例えば、そういうのはいろんな施設があるわけですから、そうい

うところにこういうことを取り組めないだろうかということを伝えて

いくというか啓蒙していくということは、やはりこの協働の、共生の

まちですか、共生社会、そういうものを実現する上では必要なことと

いうふうに思います。ですから、かなりハードルが高いわけなんです

が、実現に向けたところで、どのぐらいやり方というものを考えてい

ただきたいなと。これ、難しいからといって何もしなかったら、また

同じような、８５％が使えない遊具になるという可能性だって占める

わけですから、それをやはり十分検討の中に加えていただきたいなと

いうふうに思います。答えはよろしいですので、これで質問を終わら

せていただきます。 

議  長 以上で、西股 裕司議員の一般質問を終わります。 

以上で一般質問を終結いたします。 
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本日予定しておりました全ての日程が終了いたしました。予算審査

特別委員会の審査が終了するまで休会といたしたいと思いますが御異

議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって予算審査特別委員会が終了するまで

休会といたします。 

御苦労さまでした。 

 （午前１１時３９分） 
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令和４年第１回南幌町議会定例会会議録     ３月１４日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

去る３月９日より予算審査と特別委員会のため休会となっておりま

した、令和４年第１回南幌町議会定例会をただいまより再開いたしま

す。 

本日の出席委員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開き

ます。 

 

●日程３０ 議案第２６号 職員の育児休業に関する条例の一部を

改正する条例制定についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第２６号 職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例につきましては、育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険

法の改正に伴い、本案を提案するものです。 

詳細につきましては、総務課長が説明いたしますので、よろしく御

審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長 

総務課長 それでは、議案第２６号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例制定について、御説明を申し上げます。 

初めに、改正の概要について申し上げます。今回の改正は、育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等

の改正に伴い、国家公務員において、人事院規則の改正により、出産・

育児等と仕事の両立支援のための措置のうち、非常勤職員の育児休業

等の取得要件の緩和に係る措置について、令和４年４月１日から施行

されることになりました。これにあわせ、地方公務員においても、国

家公務員の措置を踏まえ、会計年度任用職員の育児休業等の取得要件

の緩和について、所要の措置を行うよう通知があったことから、改正

するものです。 

それでは、別途配布しております、議案第２６号資料 新旧対照表

をごらんください。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正

箇所です。 

第２条第１項第４号中、会計年度任用職員について、育児休業等の

取得要件である、引き続き在職した期間が１年以上の要件を廃止する

ため、規定の整備を行うものです。 

第１７条では、育児休業法に規定する部分休業について、第２条と

同様に、在職期間の要件などを廃止するため、規定の整備を行うもの

です。 

第２１条及び第２２条については、育児休業を取得しやすい環境の

整備に関する措置として、個別の周知や意向の確認、相談体制の整備

などを講ずることについての条項を加えるものです。 

附則として、この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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以上で、議案第２６号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

議案第２６号 職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例

制定については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

 

●日程３１ 発議第１号 議員の派遣承認についてを議題といたし

ます。 

議員の派遣承認につきましては、年度ごとの承認案件でございます。

原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認することに

決定をいたしました。 

 

●日程３２ 発議第２号 議員の派遣承認について議題といたしま

す。 

議員の派遣承認につきましては、北海道町村議会議長会主催の定例

の研修会でございます。原案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認することに

決定をいたしました。 

 

●日程３３ 発議第３号 議員の派遣承認について議題といたしま

す。 

議員の派遣承認につきましては、北海道町村議会議長会主催の定例

の研修会でございます。原案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認すること

に決定をいたしました。 

 

●日程３４ 発議第４号 総務常任委員会、産業経済常任委員会、

議会運営委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

３委員会の所管事務調査につきましては、定例会ごとの承認案件で

ございます。提案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって 本案は提案のとおり承認すること

に決定をいたしました。 

 

追加日程１ 発議第５号から追加日程７ 報告第１号までの７議案

を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ありません

か。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、追加日程１ 発議第５号から追加

日程７ 報告第１号までの７議案を追加いたします。 

 

●追加日程１ 発議第５号 地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁

業被害の解明と支援策を求める意見書の提出についてを議題といたし

ます。 

提出者より提案理由の説明を求めます。 

６番 本間 秀正 議員。 

本間議員 （提案理由及び内容の説明をする。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

発議第５号 地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害の解明と

支援策を求める意見書の提出については、提案のとおり採択すること

に御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり採択すること

に決定をいたしました。 

 

●追加日程２ 発議第６号 令和４年度の米政策に関する意見書の

提出についてを議題といたします。 

提出者より提案理由の説明を求めます。 

６番 本間 秀正議員。 

本間議員 （提案理由及び内容の説明をする。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

発議第６号 令和４年度の米政策に関する意見書の提出について



 ５２ 

は、提案のとおり採択することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに

決定をいたしました。 

 

●追加日程３ 発議第７号 給付型奨学金制度の拡充と教育費負担

の軽減を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

提出者より提案理由の説明を求めます。 

３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 （提案理由及び内容の説明をする。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

発議第７号 給付型奨学金制度の拡充と教育費負担の軽減を求める

意見書の提出については、提案のとおり採択することに御異議ありま

せんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに

決定をいたしました。 

 

●追加日程４ 発議第８号 高齢者の医療費窓口負担の２割化を中

止し原則１割の継続を求める意見書の提出についてを議題といたしま

す。 

提出者より提案理由の説明を求めます。 

３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 （提案理由及び内容の説明をする。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

発議第８号 高齢者の医療費窓口負担の２割化を中止し原則１割の

継続を求める意見書の提出については、提案のとおり採択することに

御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに

決定をいたしました。 
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●追加日程５ 発議第９号 ロシアによるウクライナへの軍事侵略

に対する決議についてを議題といたします。 

提出者より提案理由の説明を求めます。 

５番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 （提案理由及び内容の説明をする。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

それでは採決いたします。 

採決にあたりましては、起立採決を行います。 

発議第９号 ロシアによるウクライナへの軍事侵略に対する決議に

ついては、提案のとおり決議することに賛成の方の起立を求めます。

（起立１０名、着席０名） 

どうぞ御着席ください。 

起立全員であります。よって本案は提案のとおり決議することに決

定をいたしました。 

 

●追加日程６ 議案第２７号 令和３年度南幌町一般会計補正予算

（第１０号）を議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第２７号 令和３年度南幌町一

般会計補正予算（第１０号）につきまして、提案理由を申し上げます。 

歳出では、子ども室内遊戯施設整備事業費の追加、歳入では、子ど

も室内遊戯施設整備事業に係る国庫支出金、基金繰入金並びに地方債

の追加が主な理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億１，

０２４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８２億

３，８２９万３，０００円とするものです。 

詳細につきましては、副町長が説明いたしますので、よろしく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。副町長。 

副 町 長 それでは、議案第２７号 令和３年度南幌町一般会計補正予算（第

１０号）の説明を行います。 

初めに歳出から説明します。１１ページをごらんください。２款総

務費１項４目 企画振興費、補正額８億１，０２４万円の追加です。子

ども室内遊戯施設整備事業で、本年１月に本申請を行った地方創生拠

点整備交付金が３月９日採択となったことから、子ども室内遊戯施設

整備に係る実施設計、建築・設備工事、備品購入、駐車場整備等の経

費を公有財産購入費として計上するものです。なお、追加補正額の全

額を翌年度に繰り越し、事業を実施するものです。 

次に、歳入の説明を行います。１０ページをごらんください。１５

款国庫支出金２項１目総務費国庫補助金、補正額４億５０７万円の追
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加です。１節総務管理費国庫補助金で、地方創生拠点整備交付金、歳

出で説明しました子ども室内遊戯施設整備に係る補助金で、追加補正

額全額を翌年度に繰り越し、特定財源として充当するものです。 

次に、１９款繰入金１項１目財政調整基金繰入金、補正額７１７万

円の追加、財源調整を行うものです。３目ふるさと応援基金繰入金、

補正額１，２８０万円の追加です。子ども室内遊戯施設建設に対する

企業版ふるさと納税分を歳出予算へ充当するため繰入するものです。  

次に、２２款町債１項１目総務債、補正額３億８，５２０万円の追

加です。１節企画振興事業債で、子ども室内遊戯施設整備事業に係る

地方債の追加です。追加補正額全額を翌年度に繰り越し特定財源とし

て充当するものです。 

以上、歳入歳出それぞれ８億１，０２４万円を追加し、補正後の総

額を８２億３，８２９万３，０００円とするものです。 

次に繰越明許費の説明を行います。５ページをごらんください。 

第２表 繰越明許費、歳出で説明しました子ども室内遊戯施設整備

事業について、翌年度に繰り越し事業実施するものです。次ページに

まいります。 

第３表 地方債補正の説明を行います。追加です。子ども屋内遊戯

施設整備事業を追加するものです。限度額、起債の方法、利率、償還

の方法は記載のとおりです。 

以上で、議案第２７号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 ただいま、補正予算８億１，０２４万円の補正が提案されました。

２点伺います。ウッドショックとか鉄鋼材とか人件費の高騰が見られ

ますけれども、この補正以外に今後組まれるということは予想されて

いるのか、それが１点です。 

それから、今回名称が変わりました。誘客交流という名称が外れま

したけれども、今までずっと誘客交流拠点施設ということで計画を進

めてきていて、年間の集客人数も１４万人となっていました。その辺

は、今までの計画に対して変更とかもあるのか、その２点伺います。 

議  長 まちづくり課長。 

まちづくり課長 まず１点目の関係ですが、ウクライナ情勢等によって想定されるも

のという懸念についてお答えいたします。現在、ウクライナ情勢など

で世界的な資材費が再び値上げするなどの懸念がありますが、年度当

初から実施設計を進めるため、事業費の範囲内で整備がなされるよう、

資材の早期発注の対応などを事業者と協議を進めていくため、変更は

ございません。 

２点目ですが、基本的には追加の補正とかは考えてございません。

室内遊戯施設の名称につきましても、先般、全員協で説明したとおり、

内閣府との事前協議を進めてきた中で、施設の用途を明確にし、わか

りやすい内容にするようにという指摘をされたことから、交付金の採

択を受けたことにより、施設の名称と事業名の事業の目的を機能にあ

ったものにするため、名称を子ども室内遊戯施設に変更するものとい
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たします。以上でございます。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再質問) 

ただいま御答弁いただきましたけれども、さらなる補正が組まれる

ことはないと、変更なしということでしたけれども、ウクライナ情勢

のこととか、先ほど、課長答弁されましたけれども、予測の付かない

ようなことが起きてくると思われるんですけれども、それでも補正を

組む必要はないと今の時点では考えているということでしょうか。そ

れ、答弁お願いします。 

それから、誘客交流という名称が外れたということで、子ども遊戯

施設、それは内閣府との関係でということですけれども、先ほど、年

間集客人数１４万人というのは、昨年とかの説明では、この事業を通

すためにその人数を早急に持ってきたというような報告もされていま

した。その辺は、全く変更なしでやられるということなのか。 

それから１点付け加えますけれども、この１年間、昨年不採択にな

ってから、町民にどのようにこの事業のことを説明されてきたのか、

それも一緒にお答え願いたいと思います。 

議  長 副町長。 

副 町 長 まず、建築資材の高騰の件、ウッドショックでございます。基本的

には今、まちづくり課長のほうから御説明しましたとおり、現状にお

いては現予算内ということで先が見えない状況でございますので、た

だ輸入材についてはそのような影響が出ているということでございま

すが、道産材についてはまだ状況がわからない状況でございます。現

段階としてはですね、事業者との中で資機材の早期発注など、そのよ

うな状況で現行の事業費の中で進めたいというような考えでございま

すので、そのようなことで御理解をいただければというふうに思って

おります。 

２点目の入込客数の関係でございます。これにつきましては、当然、

拠点整備交付金の申請の中でもございましたが、さっぽろ連携中枢都

市圏ということで、その中の入込客数ということで、各市町村等のほ

うからこちらのほうに来ていただくというようなことで、人数につい

ては、基本的にはそのようなことで変更はなしということで考えてご

ざいます。 

それと３点目のですね、町民に対する意見をどのように聞いたかと

いうことでございます。こちらにつきましては、以前から、町長の一

般質問の答弁でお答えしていますとおり、従来、当初計画時点から広

報、ホームページで町民の皆さまにもお知らせをしているということ

で、そのほかシンポジウム、座談会、アンケート調査などを行って、

町民の意見を伺っております。また、熊木議員から一般質問でござい

ました行政懇談会につきましても、昨年１０月１２日から１１月３日

までの期間で全町内会・行政区を回りまして、町民の皆さまから貴重

な意見をいただいているということでございます。またさらに、誘客

交流拠点整備を盛り込みました第６期総合計画後期基本計画の策定並

びに都市計画マスタープランの策定にあたりましてもパブリックコメ

ントを実施いたしまして、町民の皆さまから意見を募集しましたが、
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そちらのほうについても意見はなかったということで、最終的に総合

計画の策定審議会の審議を経て、答申をいただいているというような

内容でございます。それで４月からの計画スタートということになっ

ております。以上のようなことから、子ども室内遊戯施設の整備にあ

たりましては、町民の皆さまの御理解はいただいているというふうに

考えているところでございます。以上です。 

議  長 ほかに質疑はありませんか。５番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 １点だけちょっと確認したいことあるのでお伺いします。今回の、

今、熊木委員が質問されたとおり、かなりこれから不透明な部分が多

いかなと思うんですけれど。ただこの事業はＤＢＯ方式で一括で行っ

た経緯があることから、そんな変更になるようなことはないと、私は

信じていますけども、一つ、ランニングコスト、１４万人の見込みと

いうのはあるかないか、開いてみなくてはわからないというところな

んですけど、確かに２，０００万円のランニングコストが示されてい

たかと思うんですよね。それは、これから次、進めていく上で不測の

事態にあたらないと私は思っているんですけれど、その辺の確認を一

つお願いしたいんですけれど、よろしくお願いします。 

議  長 まちづくり課長。 

まちづくり課長 ランニングコストについてお答えいたします。ランニングコストに

つきましては、当初のとおりですね年間３，０００万円を見込みまし

て、利用者収入１，０００万円を差引いた年間維持管理運営費を２，

０００万円ということで、基本的なことは変わりません。特にですね、

施設運営事業者、民間ということで民間ノウハウを生かした自主事業

やイベントの開催、民間事業者の商業的なネットワークを活用するこ

とによりまして、集客効果を促しまして、収益の増が見込まれるとい

うことから、基本的には２，０００万円という基本的なことは変わら

ないで運営していくということで見込んでおります。以上です。 

議  長 ５番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 

(再質問) 

今、説明いただいたとおり、３，０００万円のうち１，０００万円

は入場収益という予定ですよね。まあ、企業努力でそれは達成される

のかなとは思うんですけども、ただ１年遅れた経過によって、どのぐ

らい集客できるかというのは不透明かなと私は思うんですけども、集

客人数が目標に達しなくても、こちらから出す２，０００万円は変わ

らないという認識で受け止めていいのか、その辺、お答え願います。 

議  長 副町長。 

副 町 長 収入の関係でございます。基本的には、収入額は上下しても維持管

理経費は指定管理者のほうは変わらないかと思います。ただ、維持管

理費については指定管理の契約になりますので、これは毎年度、年度

協定が当然発生するかと思いますので、それは物価の上昇分において

ですね、人件費分ですとか、その辺は多少の変更は増減が出てくるか

と思いますけども、基本的にはこの２，０００万円をベースで、収入

についてはこの１，０００万円の収入ということで考えておりますの

で、１年遅れたということでこの辺の影響はないか言われると、その

影響は確かにあるかもしれませんけれども、あくまでも指定管理とい



 ５７ 

う形で今後進んでまいりますので、年度協定の中でですね、その辺は

多少の動きはあるのかなというふうに思っております。以上です。 

議  長 ５番 志賀浦 学 議員。 

志賀浦議員 

(再々質問) 

説明ありがとうございます。私もその方向でお願いしたいと思うん

ですけれど。人件費等の物価上昇とか、その辺はまたその時の議会と

相談をすればいいのかなと思うんですけれど、ただ、指定業者がどれ

だけやっても、賄えないものは賄えなくなってくるのかなと。だから、

私が言いたいのは、要は２，０００万円のランニングコストの負担と

いうものが、集客人数によって増減しないということの確約をいただ

きたいと。その他の要因は、町長が前、答弁されたとおり、不測の事

態ということはあるということを、前に一般質問の時に言われました

ので、それはその時で見るんですけれど、集客というのは企業努力が

もたらすものなので、それを今から膨らますことのないように、ある

程度確約をいただきたいなと思うと。よろしくお願いします。 

副 町 長 

(再答弁) 

ただいまの志賀浦議員の御質問にお答えします。あくまでも収入の

部分につきましては、企業の企業努力というものではございますが、

事業者のほうにですね、そのようなことでお伝えはさせていただきま

すけども、この場でその確約ということは、こちら町としてのお答え

はできません。あくまでも、このようなことのお話があったというこ

とで事業者のほうにはお伝えして、そのような努力をして収入を確保

していただくと、そのようなことで考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

議  長 ほかにありませんか。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。討論はありますか。

これより、令和３年度南幌町一般会計補正予算（第１０号）に対する

討論を行います。 

初めに、反対討論を許します。 

３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 南幌町一般会計補正予算に反対する討論。先日、３月１０日開催の

全員協議会で、誘客交流拠点施設について、内閣府からの地方創生拠

点整備交付金が採択されたことが報告されました。施設の名称を「子

ども室内遊戯施設」とし、事業名も「子ども室内遊戯施設整備事業」

と変更されるとのことです。私は、今まで、誘客交流拠点施設整備事

業の建設に反対の意思を表明してきました。一般質問の中でも、全町

民を対象としたアンケート調査の実施や説明会の必要性、多額の税金

が投入される施設であることから、新たな建物を建設することが本当

に必要なのか。冬季間や雨天時の子どもの遊び場としての要望にこた

えるため、町内の空いている公共施設の活用を提案してきました。し

かし、全町民への説明や町内の空きスペースを活用することにも否定

的な答弁が繰り返されました。町の第６期総合計画後期計画の中には、

誘客交流拠点施設建設整備を軸にしたまちづくりが掲げられていま

す。その一つひとつに反対ではありませんが、町に人を呼び込む、移

住定住につなげるという今まで移住定住を促進する目的から、誘客交



 ５８ 

流拠点施設との名称で、集客人数を年間１４万人としてきたこととの

整合性も変わってくるのではありませんか。子育て世代の願いが、こ

の室内遊戯場建設だけではないと思います。大事なことは、補助金が

あるからと建物を建て、利活用がされなくなり町財政が破綻してきた

実態は全国各地で引き起こされてきました。今回の事業は、今後どの

ような維持管理費がかかるのか。近年、ウッドショックや鉄鋼材の高

騰、さらにロシアのウクライナ侵略による鋼材、材料費の高騰など、

予測のできない状況が出てくると思います。完成して最初は来場者も

足を運ぶと思いますが、入場料金を払って利用する方がいつまでも続

くとは考えられません。入場者の減少に伴う維持管理費がかさむこと

を想定すると、全町民が負担する税金や、若い子育て世代に負担を負

わせていくことにつながることを大変危惧するものです。令和４年度

の予算には、公園長寿命化改修計画事業の中で、中央公園の大型滑り

台改修工事やトイレの基本実施設計、ベンチ、案内板の改修などが盛

り込まれています。中央公園の面積は、人口対比で全道一広い公園と

して、町の誇りとなるものです。隣接するパークゴルフ場での健康増

進とプレーをする人同士の交流、子どもの遊び場、町民の健康増進の

場としてさらなる活用を奨励すべきではないでしょうか。令和４年度

の予算編成にあたって、本町の財政構造を踏まえると、大幅な町税収

入の増加が期待できないことや、社会保障関係費の増加、公共施設改

修費等の投資的経費の増加などにより、本町財政は引き続き厳しい状

況が続くものと考えると述べられていることを見ても、新たな施設建

設はやめるべきと考えます。よって、本補正予算には反対いたします。

議員各位の賛同をお願いいたします。 

議  長 次に、賛成討論を許します。 

８番 加藤 真悟議員。 

加藤議員 令和３年度一般会計補正予算（第１０号）に対する賛成討論。令和

３年度一般会計補正予算（第１０号）について、賛成の立場で討論を

いたします。令和３年度一般会計補正予算（第１０号）は、８億１，

０２４万円を追加し、一般会計予算総額を８２億３，８２９万３，０

００円とするものです。補正予算の事業として、子ども室内遊戯施設

整備事業は、本町における人口減少を抑制するため、また交流人口を

呼び込み人口構造の変化を緩やかにする必要から、子ども室内遊戯施

設を核とし、町内外の多くの方が交流できる施設として整備するもの

です。昨年度、地方創生拠点整備交付金が不採択となりましたが、令

和４年度において整備を行うため、当初事業費内で建設すべく、令和

３年１２月、第４回議会定例会において、基本設計変更の補正予算を

全会一致で可決し、設計の見直しを行い、建設に向けた準備を進めて

いたものであります。去る３月９日に、今施設整備の財源である地方

創生拠点施設整備交付金の採択を受けたところであります。きた住ま

いるヴィレッジや移住促進事業により、移住の成果が上がってきてい

る中、令和６年度に予定される道央圏連絡道路の開通や日本ハムファ

イターズボールパークの整備など、本町を取り巻く環境が大きく変わ

ろうとしている、この機を追い風にして町を発展させるための事業と



 ５９ 

して推進すべきと考えます。施設の運営や建設費、資材費の高騰など

の影響については、説明があった財政推計どおり、国の交付金、有利

な起債などの財源を活用することで、将来的な財政運営に影響はない

ものと考えます。また、限られた予算内での施設整備の必要があるこ

とから、施設整備費の範囲内での事業が進められるよう、基本設計の

修正を行ったところでもありますが、現在のウクライナ情勢などで世

界的に資材費が再び値上がりすることも懸念されますが、さまざまな

対策を講じ、施設整備費の範囲内での実施に期待するところです。議

会においても、施設建設に対する賛成の判断を行っており、さらに、

町ではホームページ、広報誌等で情報を発信するとともに、ヒアリン

グやアンケート調査、シンポジウム、行政懇談会等さまざまな機会を

催し、施設整備にあたって大多数の町民の理解を得たと、私は認識し

ております。わざわざ南幌町に遊びに行きたくなる、そんなコンセプ

トを持つ施設に将来を期待し、３０年後も子どもたちのいる風景を実

現させていくことが、持続可能な南幌町を築くための我々の責務なの

ではないかと考えます。以上のことから、子育て支援をはじめ、農商

工の振興発展と町民の安全、安心に向けた取り組みを進める令和３年

度一般会計補正予算（第１０号）に賛成をするものです。議員各位に

おかれましても賛同いただきますようお願い申し上げ、賛成討論とい

たします。 

議  長 ほかに発言があれば許します。 

１０番 細川 美喜男議員。 

細川議員 令和３年度南幌町一般会計補正予算（第１０号）に対する賛成討論。

第１回定例会に追加提案されました令和３年度一般会計補正予算第１

０号について、賛成の立場で討論をいたします。令和３年度一般会計

補正予算（第１０号）は、子ども室内遊戯施設整備に係る事業費、８

億１，０２４万円を追加するものです。本事業は、その財源として内

閣府の地方創生拠点整備交付金を活用するもので、昨年は残念ながら

採択に至らなかったものの、今年度において事業の必要性が認められ、

採択となりました。子ども室内遊戯施設整備事業は、本町における人

口の減少を抑制するため、交流人口を呼び込み、歪な人口構造を緩や

かにする必要性から、子どもの遊戯施設を核とし、町内外の多くの方

が交流し、賑わいの中心となる施設として中央公園に整備するもので

す。現在、本町では、きた住まいるヴィレッジの整備や移住促進事業

などにより、町外からの移住が進む中、道央圏連絡道路の開通や日本

ハムファイターズボールパークの整備など、本町を取り巻く環境が大

きく変わろうとしているこの機に本町を大きく発展させるため、子ど

も室内遊戯施設整備事業を進めるべきと考えます。以上のことから、

私は、令和３年度一般会計補正予算（第１０号）に賛成をするもので

あります。議員各位におかれましても賛同いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

議  長 ほかに討論の御発言があれば、発言を許します。 

（なしの声。） 

討論がありませんので、討論を終結いたします。 
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お諮りいたします。本案につきましては直ちに採決したいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは、議案第２７号については、起立採決を行います。 

議案第２７号 令和３年度南幌町一般会計補正予算（第１０号）に

ついて、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（起立９名、着席１名） 

議  長 どうぞ御着席ください。賛成起立多数であります。よって本案は原

案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 

●追加日程７ 報告第１号 令和４年度各会計予算及び関連条例の

審査報告についてを議題といたします。 

審査報告について予算審査特別委員長より報告願います。 

６番 本間 秀正議員。 

本間議員 令和４年３月１４日付け、南幌町議会議長宛て、予算審査特別委員

長名。委員会審査報告書。本特別委員会に付託された事件は、次のと

おり決定したので、会議規則第７７条の規定により報告します。 

議案第１０号 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１１号 常勤特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

議案第１２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

議案第１３号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１４号 南幌町児童生徒等医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例制定について 

議案第１５号 南幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て 

議案第１６号 南幌町ふるさと物産館の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例制定について 

議案第１７号 南幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制

定について 

議案第１８号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制

定について 

議案第１９号 令和４年度南幌町一般会計予算 

議案第２０号 令和４年度南幌町国民健康保険特別会計予算 

議案第２１号 令和４年度南幌町病院事業会計予算 

議案第２２号 令和４年度南幌町下水道事業特別会計予算 

議案第２３号 令和４年度南幌町農業集落排水事業特別会計予算  

議案第２４号 令和４年度南幌町介護保険特別会計予算 

議案第２５号 令和４年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算 

以上１６議案について３月９日、１０日、１１日の３日間において
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慎重審議をした結果、賛成全員により可決すべきものと決定しました

ので報告します。以上です。 

議  長 ただいまの委員長報告についての質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案についてはこの際討論を省略し、直ちに採

決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

予算審査特別委員会の審査結果は、委員長報告のとおり可決であり

ます。 

それでは採決いたします。 

採決にあたりましては、起立採決を行います。 

議案第１０号 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１１号 常勤特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

議案第１２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

議案第１３号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１４号 南幌町児童生徒等医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例制定について 

議案第１５号 南幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１６号 南幌町ふるさと物産館の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例制定について 

議案第１７号 南幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制

定について 

議案第１８号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制

定について 

議案第１９号 令和４年度南幌町一般会計予算 

議案第２０号 令和４年度南幌町国民健康保険特別会計予算 

議案第２１号 令和４年度南幌町病院事業会計予算 

議案第２２号 令和４年度南幌町下水道事業特別会計予算 

議案第２３号 令和４年度南幌町農業集落排水事業特別会計予算 

議案第２４号 令和４年度南幌町介護保険特別会計予算 

議案第２５号 令和４年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算 

以上１６議案について、委員長の報告のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

（起立１０名、着席０名） 

どうぞ御着席ください。賛成起立全員であります。よって本１６議

案は、委員長の報告のとおり可決することに決定をいたしました。 

 

以上で、本定例会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま



 ６２ 

した。これをもちまして閉会といたしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本定例会はただいまをもって閉会と

いたします。 

御苦労さまでした。 

 （午前１０時３５分） 

 

 


